
令和６年第 2回

石川県議会定例会議案





目 次

議案番号 件 名 頁

議案第１号 令和６年度石川県一般会計補正予算（第１号）………………………………………１

議案第２号 令和６年度石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）………………………１３

議案第３号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について…………………１５

議案第４号 石川県職員定数条例の一部を改正する条例について…………………………………１７

議案第５号 石川県税条例等の一部を改正する条例について………………………………………１９

議案第６号 本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例及び過疎地域の持続

的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例に

ついて………………………………………………………………………………………２５

議案第７号 石川県国民健康保険条例の一部を改正する条例について……………………………２７

議案第８号 石川県手数料条例及び石川県薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する

条例について………………………………………………………………………………２９

議案第９号 いしかわ動物愛護センター条例について………………………………………………３１

議案第１０号 石川県新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例を廃止する条例について……３５

議案第１１号 損害賠償額の決定について………………………………………………………………３７

議案第１２号 損害賠償額の決定について………………………………………………………………３９

報告第１号 令和５年度石川県一般会計補正予算（第８号）の専決処分の報告について………４１

報告第２号 石川県税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自

動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例の専決処

分の報告について…………………………………………………………………………４９

報告第３号 損害賠償額決定の専決処分の報告について……………………………………………５３

報告第４号 損害賠償額決定の専決処分の報告について……………………………………………５５

報告第５号 令和５年度石川県一般会計繰越明許費繰越計算書について…………………………５７

報告第６号 令和５年度石川県一般会計事故繰越し繰越計算書について…………………………８１

報告第７号 令和５年度石川県公営競馬特別会計繰越明許費繰越計算書について………………８７

報告第８号 令和５年度石川県港湾整備特別会計繰越明許費繰越計算書について………………８９

報告第９号 令和５年度石川県立中央病院事業会計予算繰越計算書について……………………９１

報告第１０号 令和５年度石川県流域下水道事業会計予算繰越計算書について……………………９３

報告第１１号 令和５年度石川県水道用水供給事業会計予算繰越計算書について…………………９５





議

案

第

一

号

令

和

六

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（ １ ）

議案第１号

令和６年度石川県一般会計補正予算（第１号）

令和６年度の石川県一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７４，２０３，４４８千円を追加し、歳入歳出それぞれ

１，１８４，３３４，４４８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和６年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の変更及び追加は、

「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の変更及び追加は、「第

３表 地方債補正」による。

令和６年５月２８日提出

石川県知事 馳 浩
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第１表 令和６年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

５ 地 方 交 付 税 １５４，２９５，０００ ２，０００，０００ １５６，２９５，０００

１ 地 方 交 付 税 １５４，２９５，０００ ２，０００，０００ １５６，２９５，０００

７ 分 担 金 及 び
負 担 金 ２，２３９，８４４ １，０５０，３１３ ３，２９０，１５７

１ 分 担 金 １７６，９２７ ５２，７１４ ２２９，６４１

２ 負 担 金 ２，０６２，９１７ ９９７，５９９ ３，０６０，５１６

８ 使 用 料 及 び
手 数 料 ７，１６１，１８０ ９０，１８２ ７，２５１，３６２

１ 使 用 料 ５，４６３，０３５ ８８，１８２ ５，５５１，２１７

２ 手 数 料 １，６９８，１４５ ２，０００ １，７００，１４５

９ 国 庫 支 出 金 ４４１，７２７，２５２ １９，４５６，４０９ ４６１，１８３，６６１

１ 国 庫 負 担 金 ３９０，２３４，００８ ５，０４１，０５０ ３９５，２７５，０５８

２ 国 庫 補 助 金 ５０，３５７，４８１ １４，４１５，３５９ ６４，７７２，８４０

１０ 財 産 収 入 ５３３，６３７ ２，０００ ５３５，６３７

２ 財 産 売 払 収 入 ３０９，１７７ ２，０００ ３１１，１７７

１２ 繰 入 金 １４，０７２，４３０ ８，５０５，８６３ ２２，５７８，２９３

２ 基 金 繰 入 金 １４，０１２，４４６ ８，５０５，８６３ ２２，５１８，３０９

１４ 諸 収 入 ６１，１７０，５５６ １６，５４３，６８１ ７７，７１４，２３７

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ４５，０４８，７５５ ３０，０００ ４５，０７８，７５５

４ 受 託 事 業 収 入 ５，２５４，５４８ １４，６２５，０００ １９，８７９，５４８

６ 雑 入 ６，８７１，４７３ １，８８８，６８１ ８，７６０，１５４

１５ 県 債 １８８，０６８，０００ ２６，５５５，０００ ２１４，６２３，０００
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 県 債 １８８，０６８，０００ ２６，５５５，０００ ２１４，６２３，０００

歳 入 合 計 １，１１０，１３１，０００ ７４，２０３，４４８ １，１８４，３３４，４４８
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 総 務 費 ９６，８３６，６１４ １，１３８，３００ ９７，９７４，９１４

１ 総 務 管 理 費 １３，９９３，０６３ １，００７，８００ １５，０００，８６３

５ 防 災 救 助 費 ４，６７９，０８９ １３０，５００ ４，８０９，５８９

３ 復旧・復興費 １７９，５０５，１０９ ７１６，４００ １８０，２２１，５０９

１ 復 旧 ・ 復 興 費 １７９，５０５，１０９ ７１６，４００ １８０，２２１，５０９

４ 企 画 振 興 費 ５，９５６，５１１ ２２６，７５８ ６，１８３，２６９

１ 企 画 振 興 費 ５，９５６，５１１ ２２６，７５８ ６，１８３，２６９

５ 文 化 観 光
ス ポ ー ツ 費 １２，４４４，１８９ ８，４９３，７７５ ２０，９３７，９６４

１ 文 化 ス ポ ー ツ 費 ５，１５２，８８１ ８，４００，７７５ １３，５５３，６５６

２ 観 光 費 ７，２９１，３０８ ９３，０００ ７，３８４，３０８

６ 健 康 福 祉 費 ９２，６０５，０５０ ５，０４３，９４３ ９７，６４８，９９３

１ 高 齢 者 福 祉 費 ３６，８９４，１３１ １，５４３，８６３ ３８，４３７，９９４

２ 子 育 て 福 祉 費 １７，３８５，１２０ ２８３，３９８ １７，６６８，５１８

３ 障 害 福 祉 費 １２，８３３，８５３ ８７８，５４９ １３，７１２，４０２

４ 地 域 福 祉 費 １３，４７２，８８６ １，３７０，５５３ １４，８４３，４３９

５ 健 康 推 進 費 ５，７３０，５０６ ２８８，５４９ ６，０１９，０５５

７ 医 薬 看 護 費 ５，９８３，８５７ ６７９，０３１ ６，６６２，８８８

７ 生 活 環 境 費 ４，９１６，３８３ ２３８，８０３ ５，１５５，１８６

１ 環 境 費 ４，０１８，９４７ ２２３，８０３ ４，２４２，７５０

２ 県 民 生 活 費 ８９７，４３６ １５，０００ ９１２，４３６

８ 商 工 労 働 費 ３８，４１８，４０８ ２，３８９，９７０ ４０，８０８，３７８

１ 商 工 費 ３６，８０２，９３４ ２，１５６，１０１ ３８，９５９，０３５
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 労 働 費 １，５３０，４７６ ２３３，８６９ １，７６４，３４５

９ 農林水産業費 ３２，６１８，９３１ ６，８３３，４０９ ３９，４５２，３４０

１ 農 業 費 １７，５７７，４１７ １４５，１３０ １７，７２２，５４７

２ 畜 産 業 費 ９５６，２０７ ２０９，９７４ １，１６６，１８１

３ 農 地 費 ６，９０１，３４８ ４，８５０，６２２ １１，７５１，９７０

４ 林 業 費 ５，１８８，６２２ ８４９，１５９ ６，０３７，７８１

５ 水 産 業 費 １，９９５，３３７ ７７８，５２４ ２，７７３，８６１

１０ 土 木 費 ４７，５８５，０３０ １６，２３０，８３２ ６３，８１５，８６２

２ 道 路 橋 り ょ う 費 ２８，２２８，８０４ ９，２６３，０５５ ３７，４９１，８５９

３ 河 川 海 岸 費 ８，４７８，５６５ ３，３８８，７２５ １１，８６７，２９０

４ 港 湾 費 ２，６７６，６４９ １，７６５，４３６ ４，４４２，０８５

５ 都 市 計 画 費 ６，００９，３１０ １，４２９，１１３ ７，４３８，４２３

６ 建 築 住 宅 費 １，５４１，５３７ ３８４，５０３ １，９２６，０４０

１１ 警 察 費 ２４，７２１，３８４ １，１２０，７９０ ２５，８４２，１７４

１ 警 察 管 理 費 ２３，２８８，９４７ ３５３，８９４ ２３，６４２，８４１

２ 警 察 活 動 費 １，４３２，４３７ ７６６，８９６ ２，１９９，３３３

１２ 教 育 費 １０４，０６９，２９４ ４１５，６６８ １０４，４８４，９６２

１ 教 育 総 務 費 １３，５０１，７１４ １３４，１４８ １３，６３５，８６２

３ 高 等 学 校 費 ２２，１３７，５０５ ２１１，４７９ ２２，３４８，９８４

４ 特 別 支 援 学 校 費 １４，３９６，７１３ １０，７１７ １４，４０７，４３０

５ 社 会 教 育 費 ９１８，０１０ ５２，９２４ ９７０，９３４

６ 保 健 体 育 費 ２２６，５５５ ６，４００ ２３２，９５５

１３ 災 害 復 旧 費 ３８８，０７９，２１３ ３１，３５４，８００ ４１９，４３４，０１３



議

案

第

一

号

令

和

六

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

歳

出

（ ６ ）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 県有施設災害復旧費 ３，９９４，６７６ ７，６６６，７４１ １１，６６１，４１７

２

健 康 福 祉 施 設

災 害 復 旧 費

４，８４３，０００ ８０，０００ ４，９２３，０００

３

農 林 水 産 業 施 設

災 害 復 旧 費

４２，２８９，８１２ １５，１１４，７１１ ５７，４０４，５２３

４ 土木施設災害復旧費 ３３６，８５９，８０３ ７，２０５，２５０ ３４４，０６５，０５３

５ 教育施設災害復旧費 ９１，９２２ １，２８８，０９８ １，３８０，０２０

歳 出 合 計 １，１１０，１３１，０００ ７４，２０３，４４８ １，１８４，３３４，４４８
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第２表 債務負担行為補正

事 項

補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

千円 千円

令 和 ６ 年 度 道 路 建 設 費

自 令和７年度

至 令和９年度

９，０７０，０００

自 令和７年度

至 令和９年度

９，５５０，０００

令 和 ６ 年 度 道 路 整 備 費 令 和 ７ 年 度 １，３００，０００

令 和 ７ 年 度

令 和 ８ 年 度

２，４００，０００

令和６年度公営住宅建設費 令 和 ７ 年 度 ７７３，０００ 令 和 ７ 年 度 ９２９，０００

令和６年度農業農村整備事業費 令 和 ７ 年 度 ５２３，０００

令和６年度耕地災害復旧事業費

令 和 ７ 年 度

令 和 ８ 年 度

１，３００，０００

令和６年度土木施設災害復旧費 令 和 ７ 年 度 ５００，０００

令 和 ６ 年 度 公 園 整 備 費 令 和 ７ 年 度 １，３５０，０００

令和６年度諸施設災害復旧費 令 和 ７ 年 度 ４３７，０００



議

案

第

一

号

令

和

六

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

地

方

債

（ ８ ）

第
３
表

地
方
債
補
正

起
債

の
目

的

補
正

前
補

正
後

限
度

額

千
円

千
円

起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

文
化

振
興

費
９
５
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。
た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
，
０
９
５
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。
た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
費

１
８
０
，
０
０
０

４
５
２
，
０
０
０

児
童

福
祉

費
２
９
，
０
０
０

６
３
，
０
０
０

子
ど
も
交
流
セ
ン
タ
ー
費

１
，
０
０
０

７
６
，
０
０
０

自
然

環
境

費
３
７
，
０
０
０

５
６
，
０
０
０

工
業

試
験

場
費

３
６
，
０
０
０

３
１
７
，
０
０
０

農
業

総
務

費
４
０
，
０
０
０

５
３
，
０
０
０

農
業
農
村
整
備
事
業
費

８
３
８
，
０
０
０

１
，
７
８
０
，
０
０
０

農
地
防
災
事
業
費

３
０
７
，
０
０
０

５
０
３
，
０
０
０

国
直
轄
土
地
改
良
事
業
費

負
担

金

５
８
６
，
０
０
０

１
，
４
６
７
，
０
０
０

林
道

費
２
５
９
，
０
０
０

３
０
５
，
０
０
０

治
山

費
３
４
１
，
０
０
０

６
６
２
，
０
０
０

国
直
轄
治
山
事
業
費
負
担
金

４
６
，
０
０
０

７
８
，
０
０
０



議

案

第

一

号

令

和

六

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

地

方

債

（ ９ ）

水
産

業
振

興
費

５
９
，
０
０
０

５
３
１
，
０
０
０

漁
港

建
設

費
７
１
，
０
０
０

８
２
，
０
０
０

道
路

建
設

費
５
，
８
９
６
，
０
０
０

７
，
９
３
２
，
０
０
０

道
路

整
備

費
２
，
８
５
９
，
０
０
０

４
，
６
６
５
，
０
０
０

国
直
轄
道
路
事
業
費
負
担
金

２
，
０
８
１
，
０
０
０

３
，
５
６
７
，
０
０
０

河
川

改
良

費
２
，
０
３
６
，
０
０
０

２
，
５
４
８
，
０
０
０

国
直
轄
河
川
事
業
費
負
担
金

４
２
４
，
０
０
０

５
２
４
，
０
０
０

河
川
総
合
開
発
事
業
費

５
７
，
０
０
０

６
８
，
０
０
０

河
川

整
備

費
１
１
９
，
０
０
０

１
６
５
，
０
０
０

砂
防
地
す
べ
り
対
策
費

６
５
７
，
０
０
０

１
，
４
３
９
，
０
０
０

国
直
轄
砂
防
事
業
費
負
担
金

４
７
３
，
０
０
０

６
５
４
，
０
０
０

砂
防
地
す
べ
り
防
止

施
設

整
備

費

７
３
，
０
０
０

１
３
０
，
０
０
０

海
岸

保
全

費
２
０
１
，
０
０
０

３
２
３
，
０
０
０

国
直
轄
海
岸
事
業
費
負
担
金

１
９
２
，
０
０
０

２
８
７
，
０
０
０

港
湾

管
理

費
３
６
９
，
０
０
０

６
６
４
，
０
０
０



議

案

第

一

号

令

和

六

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

地

方

債

（１０）

起
債

の
目

的

補
正

前
補

正
後

限
度

額

千
円

千
円

起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

港
湾

改
良

費
２
９
５
，
０
０
０

６
８
６
，
０
０
０

国
直
轄
港
湾
事
業
費
負
担
金

３
８
０
，
０
０
０

７
２
０
，
０
０
０

街
路

事
業

費
４
６
５
，
０
０
０

５
４
２
，
０
０
０

都
市
計
画
整
備
費

８
，
０
０
０

２
１
，
０
０
０

公
園

整
備

費
４
４
９
，
０
０
０

８
７
２
，
０
０
０

公
営
住
宅
建
設
費

１
６
７
，
０
０
０

３
６
９
，
０
０
０

警
察

施
設

費
１
１
３
，
０
０
０

３
０
２
，
０
０
０

運
転

免
許

費
２
，
０
０
０

５
５
，
０
０
０

交
通
指
導
取
締
費

２
１
６
，
０
０
０

６
９
１
，
０
０
０

高
等
学
校
整
備
費

６
９
１
，
０
０
０

７
１
３
，
０
０
０

諸
施
設
災
害
復
旧
費

１
，
３
１
８
，
０
０
０

５
，
０
１
２
，
０
０
０

健
康
福
祉
施
設
災
害
復
旧
費

９
８
６
，
０
０
０

１
，
０
１
０
，
０
０
０

国
直
轄
災
害
復
旧
費
負
担
金

３
４
，
１
８
８
，
０
０
０

３
４
，
９
６
１
，
０
０
０

林
地
荒
廃
防
止
施
設

災
害
復
旧
事
業
費

２
，
４
５
２
，
０
０
０

２
，
６
９
７
，
０
０
０



議

案

第

一

号

令

和

六

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

地

方

債

（１１）

財
産

管
理

費
２
４
５
，
０
０
０

２
５
０
，
０
０
０

青
少

年
対

策
費

６
２
，
０
０
０

商
工

振
興

費
３
，
０
０
０

建
築

指
導

費
１
４
，
０
０
０

農
林
水
産
業
施
設
等

災
害
復
旧
事
業
費

２
７
３
，
０
０
０

一
般

管
理

費
１
５
３
，
０
０
０

計
１８
８
，０
６８
，０
００

２１
４
，６
２３
，０
００





議

案

第

二

号

令

和

六

年

度

石

川

県

水

道

用

水

供

給

事

業

会

計

補

正

予

算

（１３）

議案第２号

令和６年度石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和６年度の石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 令和６年度石川県水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中�を次のと

おり補正する。

区 分 既決予定額 補正予定額 計

� 主要な建設改良事業

固 定 資 産 改 良 費 ７９５，５７０千円 １５，０００千円 ８１０，５７０千円

送水施設建設改良

事 業 費

５，２４０，０００千円 ２，６１５，０００千円 ７，８５５，０００千円

（うち債務負担行為額 １，２００，０００千円 １，１００，０００千円 ２，３００，０００千円）

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 収 入 ４，５４８，０００千円 １，５３０，０００千円 ６，０７８，０００千円

第１項 企 業 債 ４，５４８，０００千円 １，５３０，０００千円 ６，０７８，０００千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 ６，９７９，０４８千円 １，５３０，０００千円 ８，５０９，０４８千円

第１項 建 設 改 良 費 ４，５４８，５７０千円 １，５３０，０００千円 ６，０７８，５７０千円

（債務負担行為）

第４条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり

補正する。

補 正 前 補 正 後

事 項 期 間 限度額 期 間 限度額

送水施設建設改良

事 業 費

令和７年度 １，２００，０００千円

令和７年度

令和８年度

２，３００，０００千円

（企業債）

第５条 予算第６条の表中



議

案

第

二

号

令

和

六

年

度

石

川

県

水

道

用

水

供

給

事

業

会

計

補

正

予

算

（１４）

「

固定資産改良費 ５０８，０００

を

「

固定資産改良費 ５２３，０００

」

に改める。

送水施設建設改良

事 業 費

４，０４０，０００

送水施設建設改良

事 業 費

５，５５５，０００

」

千円 千円

令和６年５月２８日提出

石川県知事 馳 浩



議

案

第

三

号

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（１５）

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 九 条 の 二 第 一 項 第 十 号 中 「 本 庁 農 林 水 産 部 若 し く は 土 木 部 又 は 農 林 水 産 部 若 し く は 土 木 部 の 出

先 機 関 に 勤 務 す る 」 、 「 豪 雨 等 」 及 び 「 及 び 知 事 が こ れ ら の 作 業 に 相 当 す る と 認 め る 作 業 」 を 削 り 、

同 条 第 二 項 第 七 号 � 中 「 七 百 十 円 」 の 下 に 「 （ 大 規 模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に

従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ） 」 を 加 え 、 同 号 � を 削 り 、 同 項 第 八 号 中 「 額 」 の 下 に 「 （ 大 規

模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に 従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ） 」 を 加 え 、 同

条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 に お け る 第 一 項 の 手 当

の 額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 同 一 の 日 に 第 一 項 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 二 以 上 の 作 業 に 従 事 し た 場 合 作 業 一 日 に

つ き 五 百 円 を 超 え な い 額

二 同 一 の 日 に 第 一 項 第 十 号 及 び 第 十 一 号 に 掲 げ る 作 業 に 従 事 し た 場 合 作 業 一 日 に つ き 、 当 該

作 業 の う ち い ず れ か 高 い 額 の 定 め の あ る 作 業 に 応 じ た 額

第 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 を 削 り 、 同 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 異 常 な 自 然 現 象 若 し く は 大 規 模 な 事 故 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 し た 箇 所 又 は そ の 周 辺 に お け

る 遭 難 者 等 の 捜 索 救 助 、 災 害 警 備 そ の 他 の 危 険 又 は 困 難 を 伴 う 救 援 等 （ 以 下 「 遭 難 者 等 の 捜 索

救 助 等 」 と い う 。 ） の 作 業

第 十 三 条 第 一 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 同 条 第 二 項 第 一 号

を 次 の よ う に 改 め る 。

一 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 作 業 八 百 四 十 円 （ 大 規 模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に

従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ）

第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 中 「 前 項 第 三 号 」 を 「 前 項 第 二 号 」 に 、 「 第 四 号 」 を 「 第 三 号 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

議 案 第 三 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議

案

第

三

号

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（１６）

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 警 察 職 員 が 、 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ）

に 基 づ き 設 定 さ れ た 警 戒 区 域 （ 知 事 が こ れ に 準 ず る と 認 め る 地 域 を 含 む 。 ） に お け る 作 業 又 は 二

日 以 上 の 引 き 続 く 期 間 に お け る 人 命 救 助 の 作 業 に 従 事 し た 場 合 に お け る 第 一 項 第 一 号 の 手 当 の 額

は 、 前 項 第 一 号 に 定 め る 額 に そ の 百 分 の 百 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

附 則 第 十 一 項 中 「 同 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 八 百 四 十 円 」 と あ る の は 、

「 八 百 四 十 円 」 を 「 遭 難 救 助 等 作 業 手 当 の 額 は 、 同 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 に 定

め る 額 」 に 、 「 額 」 」 を 「 額 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」

と い う 。 ） の 規 定 は 、 令 和 六 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 特 殊 勤 務 手 当 の 内 払 ）

２ 新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 改 正 前 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い

て 支 給 さ れ た 特 殊 勤 務 手 当 は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 特 殊 勤 務 手 当 の 内 払 と み な す 。

提 案 理 由

国 に お け る 支 給 状 況 を 考 慮 し て 、 特 殊 勤 務 手 当 の 見 直 し を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（１７）

石 川 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 千 百 三 十 六 人 」 を 「 千 二 百 九 十 一 人 」 に 改 め る 。

附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 同 項 に 見 出 し と し て 「 （ 施 行 期 日 等 ） 」 を 付 し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

（ 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に 係 る 知 事 の 事 務 部 局 の 職 員 の 定 数 の 特 例 ）

２ 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 旧 及 び 復 興 に 係 る 業 務 に 従 事 さ せ る た め 、 知 事 の 事 務 部 局 の 職

員 の 定 数 は 、 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 同 号 に 定 め る 数 に 二 百 人 を 加

え た 数 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 旧 及 び 復 興 を 推 進 す る と と も に 、 県 営 病 院 の 医 療 体 制 を 充 実 す る

た め 、 職 員 定 数 を 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 四 号

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１９）

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 「 質 問 し 、 又 は 検 査 を 行 な う 」 を 「 質 問 、 検 査 又 は 物 件 （ そ の 写 し を 含 む 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） の 提 示 若 し く は 提 出 の 要 求 を 行 う 」 に 、 「 質 問 し 、 又 は 検 査 若 し く は 捜 索 を 行

な う 」 を 「 質 問 、 検 査 、 物 件 の 提 示 若 し く は 提 出 の 要 求 又 は 捜 索 を 行 う 」 に 、 「 に お い て は 、 」 を

「 に は 」 に 、 「 調 査 を 行 な う 場 合 に お い て は 」 を 「 調 査 を 行 う 場 合 に は 」 に 改 め る 。

第 五 十 七 条 第 一 項 中 「 第 二 十 一 条 の 七 」 を 「 第 二 十 一 条 の 八 」 に 、 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」

に 改 め る 。

第 百 四 十 四 条 の 十 一 第 一 項 中 「 第 十 一 条 の 九 第 一 項 」 を 「 第 十 一 条 の 十 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 七 条 第 七 項 中 「 附 則 第 十 三 条 の 三 第 十 項 」 を 「 附 則 第 十 三 条 の 三 第 十 二 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 九 条 の 三 第 一 項 中 「 附 則 第 十 八 条 の 七 」 を 「 附 則 第 十 八 条 の 七 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 九 条 の 四 第 一 項 中 「 （ 第 四 項 」 を 「 （ 法 附 則 第 三 十 五 条 の 四 の 二 第 四 項 」 に 、 「 同 条 第 四

項 」 を 「 法 第 四 十 五 条 の 二 第 四 項 」 に 、 「 同 項 」 を 「 前 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 第 十

五 項 」 を 「 第 十 七 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 三 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 二 と し 、

附 則 第 十 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 の 特 例 ）

第 十 条 の 二 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 項 第 一 号 ロ 中 「 一 億 円 以

下 の も の 」 と あ る の は 、 「 一 億 円 以 下 の も の （ 前 事 業 年 度 の 事 業 税 に つ い て イ に 掲 げ る 法 人 に

該 当 し た も の で あ つ て 、 払 込 資 本 の 額 （ 法 人 が 株 主 又 は 合 名 会 社 、 合 資 会 社 若 し く は 合 同 会 社

の 社 員 そ の 他 法 人 の 出 資 者 か ら 出 資 を 受 け た 金 額 と し て 令 附 則 第 六 条 に 規 定 す る 金 額 を い

う 。 ） が 十 億 円 を 超 え る も の を 除 く 。 ） 」 と す る 。

附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 表 第 一 号 中 「 船 舶 の 使 用 者 」 を 「 船 舶 （ 令 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 船 舶 を 除 く 。 ） の 使 用 者 」 に 改 め 、 同 表 第 二 号 中 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一 項 各 号 」

議 案 第 五 号

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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を 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 二 項 各 号 」 に 、 「 同 条 第 二 項 」 を 「 同 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項

中 「 ま で 」 と 」 の 下 に 「 、 第 百 三 十 一 条 の 十 二 中 「 国 の 行 政 機 関 の 長 」 と あ る の は 「 国 の 行 政 機

関 の 長 又 は 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 表 第 二 号 に 規 定 す る オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 」 と 」 を 加 え 、 同

条 第 五 項 中 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 十 一 項 」 を 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 十 二 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 条 の 二 を 削 る 。

第 二 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 一 条 の 二 中 「 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 寄 附 金 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 寄 附 金 と み な さ

れ る も の を 含 む 。 ） 並 び に 」 を 「 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 寄 附 金 及 び 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 を 次

の よ う に 改 め る 。

二 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） 第 六 条 又 は 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 知 事 の 認 可 を 受 け た 同 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 公 益 信 託 の 信 託 財 産 と す る た め

に 支 出 し た 当 該 公 益 信 託 に 係 る 信 託 事 務 に 関 連 す る 寄 附 金

第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 並 び に こ れ ら の 法 人 」 を 「 （ 以 下 ロ に お い て 「 所 得 等 課 税 法 人 」

と い う 。 ） 並 び に 所 得 等 課 税 法 人 」 に 改 め 、 「 有 し な い も の 」 の 下 に 「 （ 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法

人 の う ち 法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 ロ � 及 び � に 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） 」 を 加

え る 。

第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 法 人 課 税 信 託 」 を 「 法 人 課 税 信 託 等 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 条 の 三 第 一 項 中 「 第 十 項 」 を 「 第 十 二 項 」 に 、 「 第 十 一 項 」 を 「 第 十 三 項 」 に 、 「 同 条

第 十 二 項 」 を 「 同 条 第 十 四 項 」 に 、 「 法 人 を 」 を 「 者 を 」 に 、 「 以 下 こ の 条 」 を 「 次 項 」 に 改 め 、

同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 公 益 法 人 等 が 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 公

益 信 託 の 受 託 者 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 公 益 信 託 の 受 託 者 が 二 以 上 あ る と き は 、 当 該 公 益 信

託 の 信 託 事 務 を 主 宰 す る 受 託 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 主 宰 受 託 者 」 と い う 。 ） を 前 項 に 規 定

す る 個 人 と み な し て 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 主 宰 受 託 者 に 課 す る 同 項

に 規 定 す る 財 産 に 係 る 県 民 税 の 所 得 割 に つ い て は 、 当 該 主 宰 受 託 者 以 外 の 受 託 者 は 、 そ の 県 民

税 の 所 得 割 に つ い て 、 連 帯 納 付 の 責 め に 任 ず る 。

附 則 第 十 条 の 二 の 三 を 附 則 第 十 条 の 二 の 四 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 三 と

し 、 附 則 第 十 条 の 二 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 の 特 例 ） 」

を 付 し 、 同 条 中 「 附 則 第 六 条 」 を 「 附 則 第 五 条 の 七 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 十 条 の 二 の 二 新 た な 事 業 の 創 出 及 び 産 業 へ の 投 資 を 促 進 す る た め の 産 業 競 争 力 強 化 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） の 施 行 の 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 法 附 則 第 八 条 の 三 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 特 別 事 業 再 編 事 業 者 が 、 同 項 に 規 定 す る 特 別 事

業 再 編 の た め の 措 置 （ 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ） 第 二 条 第 十 八 項 第 三

号 、 第 四 号 及 び 第 六 号 に 掲 げ る 措 置 に 限 る 。 ） と し て 他 の 法 人 の 株 式 若 し く は 出 資 の 取 得 を し 、
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又 は 他 の 法 人 の 株 式 を 譲 り 受 け 、 こ れ を そ の 取 得 又 は 譲 受 け の 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 取 得

等 の 日 」 と い う 。 ） 以 後 引 き 続 き 有 し て お り 、 か つ 、 取 得 等 の 日 以 後 継 続 し て 当 該 他 の 法 人 と

の 間 に 法 人 税 法 第 二 条 第 十 二 号 の 七 の 六 に 規 定 す る 完 全 支 配 関 係 が あ る 場 合 （ そ の 取 得 又 は 譲

受 け に 係 る 対 価 の 額 が 百 億 円 を 超 え る 金 額 又 は 一 億 円 に 満 た な い 金 額 で あ る 場 合 を 除 く 。 ） に

お い て 、 当 該 他 の 法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 法 人 」 と い う 。 ） 及 び 法 附 則 第 八 条 の 三 の

四 第 一 項 に 規 定 す る 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等

法 人 」 と い う 。 ） の 行 う 事 業 に 対 す る 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 対 象 法 人 又

は 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 の 取 得 等 の 日 を 含 む 事 業 年 度 か ら 当 該 取 得 等 の 日 以 後 五 年 を 経 過

す る 日 を 含 む 事 業 年 度 （ 産 業 競 争 力 強 化 法 第 二 十 四 条 の 三 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 法

第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 の 認 定 が 取 り 消 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 取 り 消 さ れ た 日 を 含 む 事 業 年 度 の

前 事 業 年 度 ） ま で の 各 事 業 年 度 分 の 事 業 税 に 限 り 、 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 掲 げ る 法 人

に 該 当 す る も の 」 と あ る の は 、 「 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の （ 附 則 第 十 条 の 二 の 二 に 規 定 す る

対 象 法 人 及 び 同 条 に 規 定 す る 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 を 除 く 。 ） 」 と す る 。

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 を 除 く 」 を 「 及 び 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） 附 則 第 四

条 第 一 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 を 受 け た も の を 除 く 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。

一 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 百 四 十 四 条 の 十 一 第 一 項 の 改 正 規 定 令 和 七 年 一 月 一 日

二 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 五 十 七 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則

第 十 条 の 二 の 三 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 二 と し 、 附 則 第 十 条 の 次 に 一 条 を 加

え る 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 及 び 第 五 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 三 項 、

第 四 項 、 第 八 項 及 び 第 九 項 の 規 定 令 和 七 年 四 月 一 日

三 第 二 条 （ 次 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 並 び に 附 則 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定

令 和 八 年 四 月 一 日

四 第 二 条 中 石 川 県 税 条 例 第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 の 改 正 規 定 及 び 第 三 条 の 規 定 並 び に 附 則 第 七 項

の 規 定 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） の 施 行 の 日

五 第 二 条 中 石 川 県 税 条 例 第 四 十 一 条 の 二 の 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 二 条 の 三 第 一 項 及 び 第

二 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 の 規 定 前 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の 一 月 一 日

（ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）
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２ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 八 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ

る 場 合 に お け る 前 項 第 五 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 四 十 一 条 の 二 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 条 中 「 寄 附 金 及 び 」 と あ る の は 、 「 寄 附 金 （ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 令 和 六 年 法 律 第 八 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 同 法

第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 寄 附 金 と み な さ れ る も

の を 含 む 。 ） 及 び 」 と す る 。

（ 法 人 の 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 及 び 附 則 第 八 項 に お い て 「 七 年 新 条 例 」 と い

う 。 ） 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 二 号 施 行 日 」

と い う 。 ） 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し

た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 二 号 施 行 日 以 後 最 初 に 開 始 す る 事 業 年 度 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 最 初 事 業 年 度 」 と い う 。 ） の

事 業 税 （ 令 和 六 年 三 月 三 十 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 適 用 日 」 と い う 。 ） を 含 む 事 業 年 度 の 前 事

業 年 度 の 事 業 税 に つ い て 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 税 条 例 （ 附 則 第 九 項 に お い て 「 旧 条

例 」 と い う 。 ） 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 イ に 掲 げ る 法 人 に 該 当 し た も の で あ っ て 、 適 用 日 の 前 日

の 現 況 に よ り 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 で あ る と 判 定 さ れ 、 か つ 、 適 用 日 か ら 最 初

事 業 年 度 の 開 始 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 終 了 し た 各 事 業 年 度 分 の 事 業 税 に つ い て 同 号 ロ に 掲 げ る 法

人 に 該 当 し た も の の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税 を 除 く 。 ） に 係 る 七 年 新 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 前 事 業 年 度 」 と あ る の は 、 「 令 和 六 年 三 月 三 十 日 を 含 む 事 業 年 度 の

開 始 の 日 の 前 日 か ら 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 六 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 附

則 第 四 項 に 規 定 す る 最 初 事 業 年 度 の 開 始 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 終 了 し た い ず れ か の 事 業 年 度 分 」

と す る 。

５ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 に お い て 「 八 年 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 五

条 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 附 則 第 十 条 の 二 及 び 第 十 条 の 二 の 二 の 規 定 は 、 附

則 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適

用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 八 年 新 条 例 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ （ 八 年 新 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法 人 で 資 本 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 が

一 億 円 以 下 の も の 又 は 同 号 ロ に 規 定 す る 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法 人 で 資 本 若 し く は 出 資 を 有 し な

い も の の う ち 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 四 号 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お

い て 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十

六 号 ） 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 ロ � 又 は � に 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の が 行 う 事 業 に 対 す る

改 正 法 附 則 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 令 和 八 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 令 和

八 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 」 と い う 。 ） が 、 改 正 法 附 則 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 比 較 法 人 事 業 税
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額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 比 較 法 人 事 業 税 額 」 と い う 。 ） を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 超 え る 金 額 の

三 分 の 二 に 相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 又 は 当 該 金 額 の 全 額 が 百 円 未 満

で あ る 場 合 に は 、 当 該 端 数 金 額 又 は 当 該 全 額 を 切 り 上 げ た 金 額 ） は 、 令 和 八 年 度 分 基 準 法 人 事 業

税 額 か ら 控 除 す る も の と し 、 当 該 法 人 が 行 う 事 業 に 対 す る 改 正 法 附 則 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 令

和 九 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 令 和 九 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 」 と い う 。 ）

が 、 比 較 法 人 事 業 税 額 を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 超 え る 金 額 の 三 分 の 一 に 相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額

に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 又 は 当 該 金 額 の 全 額 が 百 円 未 満 で あ る 場 合 に は 、 当 該 端 数 金 額 又 は

当 該 全 額 を 切 り 上 げ た 金 額 ） は 、 令 和 九 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 か ら 控 除 す る も の と す る 。

（ 地 方 消 費 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

７ 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 は 、

同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 効 力 が 生 ず る 改 正 法 附 則 第 一 条 第 十 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改

正 後 の 地 方 税 法 第 七 十 二 条 の 八 十 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 公 益 信 託 （ 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 附

則 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 移 行 認 可 」 と い う 。 ） を 受 け た 信 託

を 含 む 。 ） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 効 力 が 生 じ た 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 に よ る 改 正 前 の 公 益 信

託 ニ 関 ス ル 法 律 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 六 十 二 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 公 益 信 託 （ 移 行 認 可 を 受 け た も

の を 除 く 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 軽 油 引 取 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

８ 七 年 新 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 （ 同 項 の 表 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 二 号 施

行 日 以 後 の 軽 油 の 引 取 り に 対 し て 課 す べ き 軽 油 引 取 税 に つ い て 適 用 し 、 二 号 施 行 日 前 の 軽 油 の 引

取 り に 対 し て 課 す る 軽 油 引 取 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

９ 二 号 施 行 日 前 に 旧 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 二 項 に お い て 準 用 す る 旧 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 第 一

項 に 規 定 す る 免 税 軽 油 使 用 者 証 又 は 旧 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ り 交 付 を 受 け た

免 税 証 （ 地 方 税 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 六 年 政 令 第 百 三 十 七 号 ） に よ る 改 正 後 の 地

方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 ） 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 船 舶 の

使 用 者 が 当 該 船 舶 の 動 力 源 に 供 す る 軽 油 の 引 取 り に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 旧 条 例 附 則 第 十 二

条 の 四 第 二 項 に お い て 準 用 す る 旧 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 第 四 項 又 は 第 百 三 十 一 条 の 十 一 第 八 項 に

規 定 す る 有 効 期 間 が 二 号 施 行 日 以 後 に 満 了 す る 場 合 に は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 有 効

期 間 は 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 に 満 了 し た も の と み な す 。

提 案 理 由

地 方 税 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 法 人 事 業 税 に お け る 外 形 標 準 課 税 の 適 用 対 象 法 人 の 見 直 し 等 を 行 う

必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（２５）

（ 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三

十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

第 二 条 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 同 じ 。 ） 」 の 下 に 「 及 び 特 定 業 務 児 童 福 祉 施 設 （ 同 号 に 規 定 す る 特 定 業 務 児 童 福 祉 施

設 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 及 び 当 該 特 定 業 務 施 設 」 を 「 並 び に

当 該 特 定 業 務 施 設 及 び 当 該 特 定 業 務 施 設 に 係 る 特 定 業 務 児 童 福 祉 施 設 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 特 定 業 務 施 設 の 用 」 を 「 特 定 業 務 施 設 及 び 特 定 業 務 児 童 福 祉 施 設 の う ち 当 該 特 定 業

務 施 設 の 新 設 に 併 せ て 整 備 さ れ る も の の 用 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 特 別 償 却 設 備 を 」 を 「 特 別

償 却 設 備 （ 特 定 業 務 施 設 の 用 に 供 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 」 に 改 め る 。

（ 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 石 川 県 条

例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規 定

及 び 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す

議 案 第 六 号

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 及 び 過 疎 地 域

の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 に つ い て

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 及 び 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た

め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 及 び 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展

の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（２６）

る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

３ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規 定

は 、 令 和 六 年 四 月 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

（ 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

４ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 第 二 条

の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 十 九 日 以 後 に 新 設 さ れ 、 又 は 増 設 さ れ る 設 備 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に

新 設 さ れ 、 又 は 増 設 さ れ た 設 備 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 団 体 等 を 定 め る 省 令 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 県 税 の 課 税 の 特 例

措 置 の 適 用 期 限 の 延 長 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（２７）

石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 平 成 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 四 項 を 削 る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

国 民 健 康 保 険 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出

す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 七 号

石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（２９）

（ 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 七 の 項 中 「 大 麻 取 締 法 」 を 「 大 麻 草 の 栽 培 の 規 制 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 中 「 大 麻

取 扱 者 免 許 の 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 免 許 の 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免 許 申 請 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採

取 栽 培 者 免 許 申 請 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 第 十 条 第 五 項 」 を 「 第 六 条 第 三 項 」 に 、 「 大 麻 取

扱 者 名 簿 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 名 簿 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 登 録 変 更 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培

者 登 録 変 更 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ３ 中 「 第 十 条 第 六 項 」 を 「 第 七 条 第 三 項 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免

許 証 の 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 免 許 証 の 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免 許 証 再 交 付 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採

取 栽 培 者 免 許 証 再 交 付 手 数 料 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

、 、

第 二 条 第 一 項 第 一 号 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 覚 せ い 剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 改 め 、 同

号 を 同 項 第 一 号 と し 、 同 項 第 三 号 中 「 第 二 条 第 一 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 、 同 条 第

四 号 」 を 「 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 麻 薬 と み な さ れ る 物 を 含 む 。 ） 、 同 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 同

条 第 六 号 」 を 「 同 項 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と し 、 同 項 中 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 第 五

号 か ら 第 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 六 号 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 第 六 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 六 号 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 「 第 六 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

附 則

議 案 第 八 号

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（３０）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 大 麻 取 締 法 及 び 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第

八 十 四 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 第 二 条 の 規 定 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 の 一 部 改 正 に よ り 、 大 麻 等 が 麻 薬 の 一 つ に 位 置 付 け ら れ た こ と 等 に 伴 い 、

関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（３１）

（ 設 置 ）

第 一 条 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 県 民 の

動 物 の 愛 護 に 関 す る 精 神 の 高 揚 及 び 動 物 の 適 正 な 飼 養 に 関 す る 知 識 の 普 及 を 図 り 、 人 と 動 物 の 共

生 す る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る た め 、 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） を

河 北 郡 津 幡 町 に 設 置 す る 。

（ 使 用 の 承 認 ）

第 二 条 別 表 に 掲 げ る 施 設 （ 以 下 「 ド ッ グ ラ ン 等 」 と い う 。 ） を 使 用 し よ う と す る 者 は 、 知 事 の 承

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 ド ッ グ ラ ン 等 を 使 用 し よ う と す る 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 承 認 を

し な い こ と が で き る 。

一 セ ン タ ー の 秩 序 を 乱 す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

二 セ ン タ ー の 管 理 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

（ 使 用 料 ）

第 三 条 知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 ） か ら 、 別 表 に 定 め る 使

用 料 を 徴 収 す る 。

２ 使 用 料 は 、 前 納 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 は 、 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 使

用 料 の 全 部 又 は 一 部 を 後 納 さ せ る こ と が で き る 。

（ 使 用 料 の 減 免 ）

第 四 条 知 事 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 使 用 料 を 減 免 す る こ と が で き る 。

（ 使 用 料 の 不 返 還 ）

第 五 条 既 納 の 使 用 料 は 、 返 還 し な い 。 た だ し 、 知 事 が 返 還 す る こ と を 相 当 と 認 め た と き は 、 そ の

全 部 又 は 一 部 を 返 還 す る こ と が で き る 。

（ 使 用 権 の 譲 渡 等 の 禁 止 ）

第 六 条 使 用 者 は 、 使 用 の 権 利 を 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し て は な ら な い 。

議 案 第 九 号

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 に つ い て

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例
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（３２）

（ 使 用 承 認 の 取 消 し 等 ）

第 七 条 知 事 は 、 使 用 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 取 り 消 し 、 又 は

ド ッ グ ラ ン 等 の 使 用 を 停 止 さ せ る こ と が で き る 。

一 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た と き 。

二 第 二 条 第 二 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き 。

三 承 認 の 条 件 に 違 反 し 、 又 は 違 反 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

四 前 条 の 規 定 に 違 反 し た と き 。

２ 知 事 は 、 セ ン タ ー の 管 理 上 の 必 要 に よ り や む を 得 な い と き は 、 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 取 り 消 し 、

又 は ド ッ グ ラ ン 等 の 使 用 を 停 止 さ せ る こ と が で き る 。

（ 損 害 賠 償 ）

第 八 条 知 事 は 、 使 用 者 が セ ン タ ー の 施 設 、 設 備 又 は 備 品 を 損 傷 し 、 又 は 滅 失 さ せ た と き は 、 そ の

損 害 を 賠 償 さ せ る こ と が で き る 。

（ 規 則 へ の 委 任 ）

第 九 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 （ 第 二 条 、 第 三 条 関 係 ）

区 分 単 位 金 額

一 ド ッ グ

ラ ン

専 用 使 用 に

供 す る 部 分

犬 の 数 が 五 頭

以 下 で 使 用 す

る 場 合

一 時 間 に つ き 一 、 〇 〇 〇 円

犬 の 数 が 六 頭

以 上 で 使 用 す

る 場 合

一 時 間 に つ き 一 、 〇 〇 〇 円 に 五 頭 を 超 え

る 犬 の 数 に 三 〇 〇 円 を 乗 じ

て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金 額

共 同 使 用 に 供 す る 部 分 一 頭 一 時 間 に つ き 三 〇 〇 円

二 研 修 室 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 国 民 の

祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二

十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ）

に 規 定 す る 休 日

午 前 一 、 五 〇 〇 円

午 後 二 、 〇 〇 〇 円

全 日 四 、 〇 〇 〇 円

そ の 他 の 日 午 前 一 、 二 〇 〇 円

午 後 一 、 六 〇 〇 円

全 日 三 、 二 〇 〇 円

備 考
一 「 午 前 」 と は 午 前 九 時 か ら 正 午 ま で 、 「 午 後 」 と は 午 後 一 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 「 全 日 」 と

は 午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で を い う 。
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二 一 の 項 に 掲 げ る 施 設 の 使 用 時 間 に 一 時 間 未 満 の 端 数 が あ る と き 、 又 は そ の 全 時 間 が 一 時 間

未 満 で あ る と き は 、 そ の 端 数 時 間 又 は 全 時 間 を 一 時 間 に 切 り 上 げ る 。

三 二 の 項 に 掲 げ る 施 設 の 使 用 時 間 が 午 前 、 午 後 又 は 全 日 の 時 間 に 満 た な い と き の 使 用 料 は 、

当 該 午 前 、 午 後 又 は 全 日 の 使 用 料 と す る 。

四 二 の 項 に 掲 げ る 施 設 の 使 用 時 間 が 正 午 か ら 午 後 一 時 ま で の と き は 、 午 後 の 使 用 料 を 時 間 割

し て 計 算 し た 額 を 使 用 料 に 加 算 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 加 算 の 対 象 と な る 使 用 時 間 が 一 時

間 未 満 で あ る と き は 、 全 時 間 を 一 時 間 に 切 り 上 げ る 。

提 案 理 由

県 民 の 動 物 の 愛 護 に 関 す る 精 神 の 高 揚 及 び 動 物 の 適 正 な 飼 養 に 関 す る 知 識 の 普 及 を 図 り 、 人 と 動

物 の 共 生 す る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る た め 、 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ

が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 （ 令 和 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） は 、 廃 止

す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の

位 置 付 け が 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 か ら 五 類 感 染 症 に 改 め ら れ 、 令 和 五 年 度 を も っ て 基 金 活 用

事 業 が 終 了 し た こ と に 伴 い 、 石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 を 廃 止 す る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 十 号

石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 に つ

い て

石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例
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報
告
第
１
号

令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
９
号

令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

令
和
５
年
度
の
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
２
，
３
９
７
，
８
５
０
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
５
９
，
３
２
５
，
１
３
８
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出

補
正
予
算
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
２
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
変
更
及
び
追
加
は
、
「
第
２
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
３
条
地
方
自
治
法
第
２
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
繰
越
明
許
費
の
追
加
は
、
「
第
３
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

令
和
６
年
３
月
３
１
日

地
方
自
治
法
第
１
７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩
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第
１
表
令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算

千
円

千
円

千
円

�
印
減

計

１
６
２
，
２
７
１
，
７
５
６

４
９
，
３
０
８
，
４
０
９

４
２
，
９
８
７
，
２
２
５

３
６
，
３
０
８
，
９
７
７

２
，
６
５
３
，
４
１
３

１
８
，
７
２
３
，
３
３
２

２
３
，
４
９
７
，
７
３
３

２
１
，
３
５
６
，
１
２
９

１
，
７
９
８
，
５
１
３

６
６
，
５
９
４

２
０
１
，
５
８
６

６
２
，
５
９
６

補
正

額

４
，
２
０
７
，
０
１
０

１
，
２
６
８
，
８
０
９

２
，
９
７
２
，
４
７
９

�
４
９
１
，
０
２
３

１
１
３
，
４
１
３

３
４
３
，
３
３
２

１
５
７
，
７
３
３

５
６
，
１
２
９

８
８
，
５
１
３

�
３
，
４
０
６

１
２
，
５
８
６

２
，
５
９
６

補
正
前
の
額

１
５
８
，
０
６
４
，
７
４
６

４
８
，
０
３
９
，
６
０
０

４
０
，
０
１
４
，
７
４
６

３
６
，
８
０
０
，
０
０
０

２
，
５
４
０
，
０
０
０

１
８
，
３
８
０
，
０
０
０

２
３
，
３
４
０
，
０
０
０

２
１
，
３
０
０
，
０
０
０

１
，
７
１
０
，
０
０
０

７
０
，
０
０
０

１
８
９
，
０
０
０

６
０
，
０
０
０

項

県
民

税

事
業

税

地
方

消
費

税

不
動

産
取

得
税

自
動

車
税

特
別
法
人
事
業
譲
与
税

地
方
揮
発
油
譲
与
税

石
油
ガ
ス
譲
与
税

自
動
車
重
量
譲
与
税

森
林
環
境
譲
与
税

１ ２ ３ ４ ８ １ ２ ３ ４ ５

歳
入

款

県
税

地
方

譲
与

税

１ ３
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１
２
，
３
１
５

８
１
１
，
７
５
１

８
１
１
，
７
５
１

１
５
３
，
１
４
４
，
３
３
４

１
５
３
，
１
４
４
，
３
３
４

２
２
６
，
１
７
１

２
２
６
，
１
７
１

３
，
８
５
９
，
７
３
４

３
，
８
５
９
，
７
３
４

１
６
，
０
８
６
，
４
７
８

１
６
，
０
１
１
，
９
２
９

１
３
３
，
４
９
１
，
０
０
０

１
３
３
，
４
９
１
，
０
０
０

８５
９
，３
２５
，１
３８

１
，
３
１
５

６
１
，
７
５
１

６
１
，
７
５
１

８
，
７
１
７
，
４
３
０

８
，
７
１
７
，
４
３
０

６
，
１
７
１

６
，
１
７
１

１
，
２
３
１
，
７
５
５

１
，
２
３
１
，
７
５
５

�
２
，
０
６
０
，
０
０
０

�
２
，
０
６
０
，
０
０
０

７
６
，
０
０
０

７
６
，
０
０
０

１２
，３
９７
，８
５０

１
１
，
０
０
０

７
５
０
，
０
０
０

７
５
０
，
０
０
０

１
４
４
，
４
２
６
，
９
０
４

１
４
４
，
４
２
６
，
９
０
４

２
２
０
，
０
０
０

２
２
０
，
０
０
０

２
，
６
２
７
，
９
７
９

２
，
６
２
７
，
９
７
９

１
８
，
１
４
６
，
４
７
８

１
８
，
０
７
１
，
９
２
９

１
３
３
，
４
１
５
，
０
０
０

１
３
３
，
４
１
５
，
０
０
０

８４
６
，９
２７
，２
８８

航
空
機
燃
料
譲
与
税

地
方
特
例
交
付
金

地
方

交
付

税

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

寄
附

金

基
金

繰
入

金

県
債

歳
入

合
計

６ １ １ １ １ ２ １

地
方
特
例
交
付
金

地
方

交
付

税

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

寄
附

金

繰
入

金

県
債

４ ５ ６

１
１

１
２

１
５



報

告

第

一

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

八

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（４４）

千
円

千
円

千
円

計

１
８
７
，
７
１
３
，
２
２
６

２
７
，
０
１
７
，
８
９
８

８５
９
，３
２５
，１
３８

補
正

額

１
２
，
３
９
７
，
８
５
０

１
２
，
３
９
７
，
８
５
０

１２
，３
９７
，８
５０

補
正
前
の
額

１
７
５
，
３
１
５
，
３
７
６

１
４
，
６
２
０
，
０
４
８

８４
６
，９
２７
，２
８８

項

総
務

管
理

費

歳
出

合
計

１

歳
出

款

総
務

費
２



報

告

第

一

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

八

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（４５）

第
２
表
地
方
債
補
正

千
円

千
円

起
債

の
目

的

補
正

前
補

正
後

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

知
的
障
害
者
福
祉
費

３
２
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
１
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

薬
事
衛
生
指
導
費

１
，
０
１
０
，
０
０
０

１
，
０
２
１
，
０
０
０

障
害
福
祉
総
務
費

１
，
０
０
０

自
然

環
境

費
４
３
，
０
０
０

４
２
，
０
０
０

林
道

費
５
２
４
，
０
０
０

５
２
３
，
０
０
０

治
山

費
１
，
０
３
７
，
０
０
０

１
，
０
２
３
，
０
０
０

水
産

業
振

興
費

６
０
０
，
０
０
０

５
９
６
，
０
０
０

漁
港

建
設

費
４
１
９
，
０
０
０

４
１
５
，
０
０
０

道
路

建
設

費
１
１
，
３
７
２
，
０
０
０

１
１
，
５
１
２
，
０
０
０

道
路

整
備

費
４
，
９
１
９
，
０
０
０

４
，
９
８
８
，
０
０
０

国
直
轄
道
路
事
業
費
負
担
金

４
，
４
３
５
，
０
０
０

４
，
４
３
６
，
０
０
０

河
川

改
良

費
５
，
２
７
２
，
０
０
０

５
，
２
６
７
，
０
０
０

河
川
総
合
開
発
事
業
費

２
７
４
，
０
０
０

２
７
２
，
０
０
０



報

告

第

一

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

八

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（４６）

千
円

千
円

起
債

の
目

的

補
正

前
補

正
後

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

河
川

整
備

費
６
２
６
，
０
０
０

６
２
４
，
０
０
０

砂
防
地
す
べ
り
対
策
費

２
，
３
４
４
，
０
０
０

２
，
３
３
７
，
０
０
０

砂
防
地
す
べ
り
防
止

施
設

整
備

費

３
４
９
，
０
０
０

３
４
４
，
０
０
０

国
直
轄
港
湾
事
業
費
負
担
金

１
，
４
２
６
，
０
０
０

１
，
３
６
７
，
０
０
０

街
路

事
業

費
６
８
１
，
０
０
０

６
７
７
，
０
０
０

都
市
計
画
整
備
費

２
８
，
０
０
０

２
７
，
０
０
０

公
園

整
備

費
８
４
４
，
０
０
０

８
４
３
，
０
０
０

警
察

施
設

費
２
８
１
，
０
０
０

２
８
０
，
０
０
０

林
道
災
害
復
旧
事
業
費

２
３
，
０
０
０

２
２
，
０
０
０

漁
港
災
害
復
旧
事
業
費

４
７
１
，
０
０
０

４
７
０
，
０
０
０

土
木
施
設
災
害
復
旧
費

１
７
，
５
９
７
，
０
０
０

１
７
，
５
９
３
，
０
０
０

国
直
轄
災
害
復
旧
費
負
担
金

１
０
，
３
７
２
，
０
０
０

１
０
，
３
７
１
，
０
０
０

県
単
土
木
災
害
復
旧
費

２
１
，
５
８
２
，
０
０
０

２
１
，
５
８
０
，
０
０
０

諸
施
設
災
害
復
旧
費

１
，
５
１
０
，
０
０
０

１
，
４
７
２
，
０
０
０



報

告

第

一

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

八

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（４７）

県
単
港
湾
災
害
復
旧
費

５
０
０
，
０
０
０

４
５
０
，
０
０
０

財
産

管
理

費
３
４
８
，
０
０
０

３
４
６
，
０
０
０

交
通

対
策

費
１
０
，
８
３
４
，
０
０
０

１
０
，
８
２
５
，
０
０
０

歳
入

欠
か

ん
費

７
６
，
０
０
０

計
１３
３
，４
１５
，０
００

１３
３
，４
９１
，０
００



報

告

第

一

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

八

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（４８）

第
３
表
繰
越
明
許
費
補
正

千
円

千
円

千
円

款
項

事
業

名
補
正
前
の
額

補
正

額
計

２
総

務
費

６
，
９
１
８
，
５
６
０

１
５
，
９
９
９
，
５
９
２

２
２
，
９
１
８
，
１
５
２

５
防
災
救
助
費

６
，
８
４
１
，
４
０
０

１
５
，
９
９
９
，
５
９
２

２
２
，
８
４
０
，
９
９
２

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害
救
助
事
業
費

－
１
５
，
９
９
９
，
５
９
２

１
５
，
９
９
９
，
５
９
２

合
計

２１
７
，６
６０
，５
５３

１５
，９
９９
，５
９２

２３
３
，６
６０
，１
４５



報

告

第

二

号

石

川

県

税

条

例

及

び

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

所

有

す

る

自

動

車

に

対

す

る

自

動

車

税

の

種

別

割

の

賦

課

徴

収

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（４９）

報
告
第
２
号

石
川
県
税
条
例
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩



報

告

第

二

号

石

川

県

税

条

例

及

び

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

所

有

す

る

自

動

車

に

対

す

る

自

動

車

税

の

種

別

割

の

賦

課

徴

収

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（５０）

専 決 第 八 号

石 川 県 税 条 例 及 び ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 種

別 割 の 賦 課 徴 収 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 及 び ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 の

賦 課 徴 収 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 三 月 三 十 日

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 百 七 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 専 決

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 税 条 例 及 び ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税

の 種 別 割 の 賦 課 徴 収 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 九 条 第 一 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で の 規 定 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 項 第 五

号 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 、 「 還 付 し 、 又 は 充 当 し た 」 を 「 還 付 し た 」 に 改 め 、 同 条 第 二

項 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 一 条 第 一 項 並 び に 第 十 二 条 の 四 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 中 「 令

和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 十 七 条 第 一 項 中 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 十

一 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

（ ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 の 賦 課 徴 収 の 特 例 に

関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 の 賦 課 徴 収 の

特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 見 出 し 中 「 方 法 」 を 「 方 法 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 及 び 」 を 「 、 」 に 、 「 第 百 四 十 四 条 の

八 」 を 「 第 百 四 十 四 条 の 九 」 に 、 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 、 「 証 紙 徴 収 」 を 「 普 通 徴 収 」 に 改

め 、 同 条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 の 納 期 は 、 県 税 条 例 第 百 四 十 四 条 の 八 第 一 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 毎 年 五 月 中 と す る 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に は 、 知 事 が 別 に 定 め

る 期 間 と す る 。

３ 新 規 登 録 の 申 請 が あ つ た 第 一 項 に 掲 げ る 自 動 車 に つ い て 地 方 税 法 第 百 七 十 七 条 の 十 第 一 項 の



報

告

第

二

号

石

川

県

税

条

例

及

び

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

所

有

す

る

自

動

車

に

対

す

る

自

動

車

税

の

種

別

割

の

賦

課

徴

収

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（５１）

規 定 に よ り 課 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 は 、 賦 課 期 日 後 翌 年 二 月 末 日 ま で の 間 に 納 税 義 務 が 発 生 し

た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ り 徴 収 す る 。

４ 前 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 税 の 種 別 割 の 納 税 者 は 、 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 項 の 納 税 義

務 が 発 生 し た 月 の 翌 月 の 末 日 ま で に 、 県 税 条 例 第 百 四 十 四 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 す べ

き 申 告 書 に 石 川 県 証 紙 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 四 号 ） に 基 づ き 県 が 発 行 す る 証 紙

（ 以 下 「 証 紙 」 と い う 。 ） を 貼 り 、 又 は 当 該 証 紙 に 代 え て 、 証 紙 の 額 面 金 額 に 相 当 す る 金 額 を

証 紙 代 金 収 納 計 器 で 表 示 さ せ る こ と に よ り そ の 税 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

第 四 条 を 削 り 、 第 五 条 を 第 四 条 と す る 。

別 記 第 一 号 様 式 及 び 別 記 第 二 号 様 式 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 四 十 九 条 第 一 項 （ 第 五 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の

規 定 は 、 令 和 六 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 五 年 度 分 ま で の 個 人 の 県

民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車

税 の 種 別 割 の 賦 課 徴 収 の 特 例 に 関 す る 条 例 第 三 条 の 規 定 は 、 令 和 六 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税

の 種 別 割 に つ い て 適 用 し 、 令 和 五 年 度 分 ま で の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。
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（５７）

報
告
第
５
号

令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

１
，
３
０
４
，
６
１
０
，
１
２
６

１
６
，
０
８
３
，
７
９
３

１
１
，
０
０
８
，
７
９
３

５
，
０
７
５
，
０
０
０

１
，
２
８
８
，
５
２
６
，
３
３
３

１
４
，
３
０
０
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

１
，
４
９
５
，
１
０
０
，
０
０
０

１
，
４
９
５
，
１
０
０
，
０
０
０

地
方
債

３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

既
収

入

特
定
財
源

１
９
，
０
６
２
，
２
７
２
，
４
２
７

１
９
，
０
６
２
，
２
７
２
，
４
２
７

翌
年
度

繰
越
額

２
１
，
８
９
７
，
９
８
２
，
５
５
３

５
２
，
０
８
３
，
７
９
３

１
１
，
０
０
８
，
７
９
３

４
１
，
０
７
５
，
０
０
０

２
１
，
８
４
５
，
８
９
８
，
７
６
０

１
４
，
３
０
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
２
，
９
１
８
，
１
５
２
，
０
０
０

７
７
，
１
６
０
，
０
０
０

１
２
，
５
０
０
，
０
０
０

１
２
，
６
６
０
，
０
０
０

５
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
，
８
４
０
，
９
９
２
，
０
０
０

１
４
，
３
０
０
，
０
０
０

事
業
名

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

石
川
県
公
立
大
学
法
人

授
業
料
等
減
免
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害
義
援
金
受
領
事
務
費

公
共
用
施
設
等

大
規
模
改
修
費

消
防
学
校
基
本

構
想

策
定

費

項

総
務
管
理
費

防
災
救
助
費

１ ５

款

総
務

費
２

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（５８）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

１
，
２
０
２
，
２
３
２
，
９
３
９

７
１
，
９
９
３
，
３
９
４

５
２
，
５
６
６
，
８
５
１

５
２
，
５
６
６
，
８
５
１

２
３
，
８
７
９
，
３
４
４

１
０
，
３
８
９
，
５
０
７

５
，
０
０
０
，
０
０
０

５
，
２
９
８
，
０
０
０

８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
６
８
６
，
０
０
０

１
５
，
６
８
６
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

２
７
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
２
２
３
，
１
０
０
，
０
０
０

４
，
０
８
６
，
３
３
７

４
，
０
８
６
，
３
３
７

４
，
０
８
６
，
３
３
７

地
方
債

２
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
１
，
０
０
０
，
０
０
０

４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

５
６
，
２
９
８
，
０
０
０

５
６
，
２
９
８
，
０
０
０

４
８
，
２
９
８
，
０
０
０

８
，
０
０
０
，
０
０
０

既
収

入

特
定
財
源

１
５
，
９
９
９
，
５
９
１
，
６
５
５

１
，
１
７
８
，
５
６
９
，
９
６
１

１
，
８
８
４
，
１
１
０
，
８
１
１

翌
年
度

繰
越
額

２
７
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
９
９
９
，
５
９
１
，
６
５
５

１
，
１
７
８
，
５
６
９
，
９
６
１

３
，
０
８
６
，
３
４
３
，
７
５
０

１
，
２
９
５
，
０
９
３
，
３
９
４

３
６
６
，
９
５
１
，
１
８
８

３
６
６
，
９
５
１
，
１
８
８

２
３
８
，
９
６
５
，
６
８
１

１
０
，
３
８
９
，
５
０
７

５
，
０
０
０
，
０
０
０

９
６
，
５
９
６
，
０
０
０

１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
１
，
６
８
６
，
０
０
０

１
５
１
，
６
８
６
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
７
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
９
９
９
，
５
９
２
，
０
０
０

１
，
３
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
１
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
１
４
５
，
１
０
０
，
０
０
０

８
３
９
，
２
１
８
，
０
０
０

８
３
９
，
２
１
８
，
０
０
０

５
８
７
，
１
８
８
，
０
０
０

１
１
，
６
４
３
，
０
０
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
９
，
３
８
７
，
０
０
０

１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
１
，
６
８
６
，
０
０
０

１
５
１
，
６
８
６
，
０
０
０

事
業
名

物
価
高
騰
対
策
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害
救
助
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

生
活
物
資
支
援
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

被
災
者
生
活
再
建

支
援

事
業

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

支
援
者
受
入
環
境
整
備
費

北
陸
新
幹
線
建
設
費

鉄
道
軌
道
安
全
輸
送

設
備
等
整
備
事
業
費

小
松
空
港
中
期

ビ
ジ
ョ
ン
策
定
費

の
と
里
山
空
港
整
備
費

の
と
里
山
空
港

脱
炭
素
化
推
進

計
画

策
定

費

項

企
画
振
興
費

文
化

ス
ポ
ー
ツ
費

１ ２

款

企
画
振
興
費

県
民
文
化

ス
ポ
ー
ツ
費

３ ４

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（５９）

１
５
，
６
８
６
，
０
０
０

１
，
７
４
１
，
０
６
０
，
２
９
２

９
０
５
，
０
０
０

８
１
２
，
０
０
０

９
３
，
０
０
０

３
８
，
５
８
０
，
０
０
０

１
０
，
８
０
２
，
０
０
０

１
５
，
１
５
２
，
０
０
０

９
，
３
７
１
，
０
０
０

２
５
，
０
０
０

３
，
２
３
０
，
０
０
０

１
４
，
７
８
５
，
２
９
２

３
４
，
３
５
４
，
０
０
０

１
７
，
９
５
６
，
０
０
０

１
７
，
９
５
６
，
０
０
０

１
３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
９
３
５
，
１
２
８
，
０
０
０

５
２
７
，
４
１
９
，
０
０
０

５
１
，
６
２
４
，
０
０
０

４
，
１
８
６
，
０
０
０

４
７
１
，
６
０
９
，
０
０
０

３
，
２
８
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０

３
，
２
３
０
，
０
０
０

１
３
９
，
３
８
１
，
０
０
０

２
０
０
，
８
９
３
，
０
０
０

２
０
０
，
８
９
３
，
０
０
０

２
０
０
，
８
９
３
，
０
０
０

１
５
１
，
６
８
６
，
０
０
０

９
，
０
５
０
，
４
３
５
，
２
９
２

７
７
４
，
１
７
３
，
０
０
０

２
７
８
，
３
２
９
，
０
０
０

６
，
２
７
９
，
０
０
０

１
７
，
９
５
６
，
０
０
０

４
７
１
，
６
０
９
，
０
０
０

４
１
，
８
６
０
，
０
０
０

１
０
，
８
０
２
，
０
０
０

１
５
，
１
５
２
，
０
０
０

９
，
３
７
１
，
０
０
０

７
５
，
０
０
０

６
，
４
６
０
，
０
０
０

１
５
４
，
１
６
６
，
２
９
２

１
５
１
，
６
８
６
，
０
０
０

９
，
７
３
３
，
５
９
６
，
０
０
０

９
２
３
，
０
９
１
，
０
０
０

３
８
１
，
２
０
３
，
０
０
０

１
１
，
８
０
０
，
０
０
０

５
８
，
４
７
９
，
０
０
０

４
７
１
，
６
０
９
，
０
０
０

５
３
，
２
５
６
，
０
０
０

２
１
，
９
５
３
，
０
０
０

１
５
，
１
５
２
，
０
０
０

９
，
３
７
１
，
０
０
０

２
４
５
，
０
０
０

７
５
，
０
０
０

６
，
４
６
０
，
０
０
０

４
６
４
，
８
４
７
，
０
０
０

歴
史
博
物
館
整
備
費

介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤

整
備

事
業

費

高
齢
者
福
祉
施
設

災
害

復
旧

費

省
エ

ネ
投

資

支
援

事
業

費

介
護

職
員

処
遇
改
善
事
業
費

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

施
設

整
備

費

児
童
館
整
備
費

病
児
保
育
施
設
整
備
費

省
エ

ネ
投

資

支
援

事
業

費

性
被
害
防
止
対
策

設
備
等
導
入
事
業
費

児
童
相
談
所
整
備
費

高
齢

者

福
祉

費

子
育

て

福
祉

費

障
害
福
祉
費

１ ２ ３

健
康
福
祉
費

５



報
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第

五

号
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和

五

年

度

石
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一

般
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費

繰

越

計
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書

に

つ

い

て

（６０）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

１
４
，
７
８
５
，
２
９
２

１
，
６
４
９
，
０
７
９
，
０
０
０

１
２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
５
２
７
，
０
７
９
，
０
０
０

３
７
，
７
１
１
，
０
０
０

３
７
，
７
１
１
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

１
，
６
１
３
，
０
０
０

１
，
６
１
３
，
０
０
０

１
４
，
７
８
５
，
０
０
０

地
方
債

１
１
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
２
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

３
０
，
７
５
０
，
０
０
０

１
０
８
，
６
３
１
，
０
０
０

６
，
１
０
８
，
３
１
７
，
０
０
０

６
，
１
０
８
，
３
１
７
，
０
０
０

１
１
３
，
４
８
０
，
０
０
０

１
１
３
，
４
８
０
，
０
０
０

４
３
，
２
５
１
，
０
０
０

既
収

入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

４
５
，
５
３
５
，
２
９
２

１
０
８
，
６
３
１
，
０
０
０

７
，
７
５
７
，
３
９
６
，
０
０
０

１
２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
６
３
５
，
３
９
６
，
０
０
０

１
１
３
，
４
８
０
，
０
０
０

１
１
３
，
４
８
０
，
０
０
０

１
５
１
，
３
２
４
，
０
０
０

１
４
９
，
７
１
１
，
０
０
０

１
，
６
１
３
，
０
０
０

５
８
，
０
３
６
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

３
５
４
，
３
３
９
，
０
０
０

１
，
１
２
７
，
０
０
０

１
０
８
，
６
３
１
，
０
０
０

７
５
０
，
０
０
０

７
，
８
８
８
，
０
２
６
，
０
０
０

１
４
７
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
６
３
５
，
３
９
６
，
０
０
０

１
０
５
，
６
３
０
，
０
０
０

１
１
３
，
４
８
０
，
０
０
０

１
１
３
，
４
８
０
，
０
０
０

１
６
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
３
，
８
９
６
，
０
０
０

事
業
名

障
害
者
支
援
施
設
等

整
備

費

省
エ

ネ
投

資

支
援

事
業

費

障
害
福
祉
職
員

処
遇
改
善
事
業
費

性
被
害
防
止
対
策

設
備
等
導
入
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害
時
健
康
危
機
管
理

支
援

事
業

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

被
災
世
帯
支
援
事
業
費

介
護
・
福
祉
人
材
確
保

総
合
対
策
事
業
費

感
染
症
対
策
事
業
費

い
し
か
わ
動
物
愛
護

セ
ン
タ
ー
整
備
費

省
エ

ネ
投

資

支
援

事
業

費

項

地
域
福
祉
費

健
康
推
進
費

生
活
衛
生
費

医
薬
看
護
費

４ ５ ６ ７

款

円
円

円
円

円
円

円
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（６１）

６
７
，
２
５
４
，
０
０
０

６
７
，
２
５
４
，
０
０
０

１
５
，
８
０
０
，
０
０
０

５
０
，
６
０
０
，
０
０
０

８
５
４
，
０
０
０

１
，
６
９
８
，
４
８
８
，
８
１
２

１
，
６
８
０
，
９
４
６
，
８
６
０

１
２
，
３
４
４
，
９
０
８

１
４
，
７
８
５
，
０
０
０

５
，
０
３
８
，
４
４
０

５
，
０
３
８
，
４
４
０

５
，
０
３
８
，
４
４
０

７
３
７
，
５
２
４
，
５
２
０

７
３
７
，
５
２
４
，
５
２
０

２
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
３
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
７
９
１
，
０
０
０

３
８
，
４
６
０
，
０
０
０

１
２
３
，
３
６
３
，
０
０
０

１
２
３
，
３
６
３
，
０
０
０

９
１
，
０
８
８
，
０
０
０

２
３
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
２
７
５
，
０
０
０

２
０
，
６
７
４
，
０
７
７
，
０
７
２

２
０
，
６
７
４
，
０
７
７
，
０
７
２

８
７
，
３
６
９
，
０
０
０

３
４
１
，
６
６
７
，
５
３
０

３
４
１
，
６
６
７
，
５
３
０

１
４
，
０
４
８
，
０
９
２

１
４
，
７
８
５
，
０
０
０

４
，
７
９
１
，
０
０
０

３
８
，
４
６
０
，
０
０
０

２
２
２
，
６
５
５
，
４
４
０

２
２
２
，
６
５
５
，
４
４
０

９
１
，
０
８
８
，
０
０
０

５
，
０
３
８
，
４
４
０

１
５
，
８
０
０
，
０
０
０

５
０
，
６
０
０
，
０
０
０

４
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
１
２
９
，
０
０
０

３
３
，
４
５
１
，
７
５
７
，
９
３
４

３
３
，
４
３
４
，
２
１
５
，
９
８
２

２
６
，
３
９
３
，
０
０
０

８
７
，
３
６
９
，
０
０
０

８
０
，
６
４
５
，
０
０
０

４
，
７
９
１
，
０
０
０

３
８
，
４
６
０
，
０
０
０

３
９
２
，
７
６
７
，
０
０
０

３
９
２
，
７
６
７
，
０
０
０

２
０
６
，
２
３
８
，
０
０
０

６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
８
０
０
，
０
０
０

５
０
，
６
０
０
，
０
０
０

４
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
１
２
９
，
０
０
０

３
３
，
５
０
７
，
４
０
５
，
０
０
０

３
３
，
４
８
７
，
４
０
５
，
０
０
０

２
６
，
３
９
３
，
０
０
０

８
７
，
３
６
９
，
０
０
０

省
エ

ネ
投

資

支
援

事
業

費

地
域
災
害
拠
点
病
院

施
設
整
備
事
業
費

看
護

補
助

者

処
遇
改
善
事
業
費

生
活
基
盤
施
設

耐
震
化
等
事
業
費

物
価
高
騰
対
策
事
業
費

半
壊
建
物
解
体

支
援

事
業

費

ト
キ
と
人
と
の
共
生

推
進

事
業

費

国
立
公
園
環
境
整
備
費

国
定

公
園

等

環
境

整
備

費

産
業
展
示
館
修
繕
費

Ｇ
Ｘ
推
進
事
業
費

生
活
環
境
費

商
工

費

１ １

生
活
環
境
費

商
工
労
働
費

６ ７



報
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第

五

号
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和

五
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石
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一
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越
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費

繰

越

計
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書

に

つ

い

て

（６２）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

５
０
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
１
，
５
８
５
，
０
０
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
４
０
０
，
５
１
６
，
９
５
２

１
７
，
５
４
１
，
９
５
２

１
７
，
５
４
１
，
９
５
２

２
５
，
３
３
７
，
８
２
５

２
５
，
３
３
７
，
８
２
５

２
５
，
３
３
７
，
８
２
５

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
２
７
，
３
７
６
，
７
２
０

１
０
，
１
４
７
，
８
０
０

１
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

地
方
債

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

１
，
０
０
０
，
０
０
０

４
１
，
５
５
８
，
０
０
０

２
０
，
５
４
４
，
１
５
０
，
０
７
２

５
，
０
１
９
，
５
９
３
，
０
０
０

５
，
０
１
９
，
５
９
３
，
０
０
０

既
収

入

特
定
財
源

３
２
７
，
６
１
９
，
４
３
８

翌
年
度

繰
越
額

５
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
２
７
，
３
７
６
，
７
２
０

３
０
３
，
１
４
３
，
０
０
０

１
５
，
１
４
７
，
８
０
０

１
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
２
，
２
７
２
，
２
８
６
，
４
６
２

１
７
，
５
４
１
，
９
５
２

１
７
，
５
４
１
，
９
５
２

５
，
２
７
２
，
９
３
０
，
８
２
５

５
，
２
７
２
，
９
３
０
，
８
２
５

２
５
３
，
３
３
７
，
８
２
５

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
，
５
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
０
３
，
１
４
３
，
０
０
０

１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
２
，
３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
，
２
９
６
，
６
５
０
，
０
０
０

５
，
２
９
６
，
６
５
０
，
０
０
０

２
７
６
，
６
５
０
，
０
０
０

事
業
名

ニ
ッ
チ
ト
ッ
プ
企
業
等

育
成

事
業

費

中
小
企
業
・
小
規
模

事
業
者
等
事
業
基
盤

強
化

事
業

費

工
業
用
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金

負
担
軽
減
事
業
費

特
別
高
圧
電
力
料
金

負
担
軽
減
事
業
費

高
圧
電
力
料
金

負
担
軽
減
事
業
費

被
災
事
業
者
事
業
再
建

支
援

事
業

費

賃
上
げ
事
業
者
経
営

体
制
強
化
支
援
事
業
費

持
続
可
能
な
賃
上
げ

環
境
整
備
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

被
災
事
業
者
事
業
再
建

支
援

事
業

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

被
災
事
業
者
事
業
再
建

支
援

事
業

費

森
林
公
園
魅
力
ア
ッ
プ

整
備

費

項

労
働

費

観
光
戦
略

推
進

費

２ １

款

観
光

費
８

円
円

円
円

円
円

円
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（６３）

１
，
１
１
５
，
１
３
７
，
７
１
８

９
０
，
４
０
２
，
０
０
０

５
２
，
０
２
０
，
０
０
０

３
５
，
１
０
０
，
０
０
０

３
，
２
８
２
，
０
０
０

２
４
，
５
７
３
，
０
０
０

８
，
０
９
５
，
０
０
０

１
６
，
４
７
８
，
０
０
０

３
６
６
，
１
８
２
，
５
７
２

１
，
２
０
５
，
３
０
０
，
２
０
５

９
６
，
３
７
６
，
０
０
０

９
６
，
３
７
６
，
０
０
０

１
，
０
７
３
，
８
１
９
，
２
０
５

３
，
８
３
３
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
１
８
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
，
０
１
９
，
５
９
３
，
０
０
０

７
，
５
８
９
，
１
７
５
，
３
６
１

１
８
７
，
７
０
５
，
０
０
０

８
６
，
１
８
９
，
０
０
０

５
０
，
１
０
０
，
０
０
０

５
１
，
４
１
６
，
０
０
０

４
，
４
２
６
，
９
４
７
，
６
１
１

９
１
，
０
４
８
，
５
０
５

５
，
０
１
９
，
５
９
３
，
０
０
０

１
３
，
８
３
３
，
６
６
１
，
７
８
９

２
７
８
，
１
０
７
，
０
０
０

５
２
，
０
２
０
，
０
０
０

８
６
，
１
８
９
，
０
０
０

８
５
，
２
０
０
，
０
０
０

３
，
２
８
２
，
０
０
０

５
１
，
４
１
６
，
０
０
０

１
２
０
，
９
４
９
，
０
０
０

８
，
０
９
５
，
０
０
０

９
６
，
３
７
６
，
０
０
０

１
６
，
４
７
８
，
０
０
０

８
，
０
４
６
，
９
４
９
，
３
８
８

５
，
０
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
５
１
２
，
３
５
８
，
０
０
０

２
８
５
，
４
９
２
，
０
０
０

５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

８
６
，
１
８
９
，
０
０
０

８
５
，
２
０
０
，
０
０
０

４
，
１
２
７
，
０
０
０

３
，
６
８
０
，
０
０
０

８
８
０
，
０
０
０

５
１
，
４
１
６
，
０
０
０

１
８
３
，
７
８
５
，
０
０
０

８
，
０
９
５
，
０
０
０

１
５
５
，
１
７
２
，
０
０
０

２
０
，
５
１
８
，
０
０
０

８
，
０
８
４
，
０
９
６
，
０
０
０

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

観
光
復
興
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

被
災
農
林
漁
業
者

事
業
再
建
支
援
事
業
費

担
い
手
農
業
機
械
導
入

支
援

事
業

費

営
農
環
境
整
備

支
援

事
業

費

石
川
型
簡
易
な
基
盤
・

機
械
改
良
普
及
事
業
費

農
業
機
械
施
設
整
備

支
援

事
業

費

地
域

の
食

育

推
進

事
業

費

水
田
営
農
体
制

確
立

事
業

費

馬
事
公
苑
整
備
費

配
合
飼
料
価
格
高
騰

対
策

事
業

費

県
有
施
設
浄
化
槽

整
備

費

農
業

費

畜
産
業
費

農
地

費

１ ２ ３

農
林

水
産
業
費

９



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６４）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

１
０
８
，
６
４
８
，
９
２
５

２
，
０
１
３
，
０
７
５

１
，
２
３
６
，
２
０
０

２
，
０
２
０
，
８
２
５

３
８
，
４
２
６
，
５
５
０

１
，
２
８
９
，
４
５
０

２
１
０
，
０
０
０

４
，
８
３
３
，
３
８
０

２
，
６
３
４
，
４
０
０

２
，
８
０
２
，
９
１
０

３
０
，
４
４
３
，
７
４
３

６
６
１
，
１
０
０

６
７
，
３
８
９
，
９
２
４

１
，
８
８
１
，
１
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

４
４
７
，
３
４
７
，
９
５
０

２
，
０
１
３
，
０
７
５

１
０
，
５
８
８
，
４
０
０

２
３
，
７
４
３
，
５
７
５

１
５
８
，
９
３
６
，
２
５
０

１
０
，
２
８
７
，
７
５
０

４
５
，
６
３
３
，
５
０
０

１
６
，
０
７
９
，
０
９
０

１
１
１
，
７
２
０
，
８
７
５

１
，
３
２
８
，
４
８
０

２
４
，
８
２
６
，
５
６
０

１
，
８
８
１
，
０
０
０

地
方
債

８
３
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
，
０
０
０
，
０
０
０

３
４
９
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

３
１
，
０
０
０
，
０
０
０

４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
８
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

１
，
８
０
１
，
４
６
１
，
４
２
５

４
，
９
２
０
，
８
５
０

２
９
，
１
１
８
，
１
０
０

５
２
，
７
６
３
，
５
０
０

５
２
９
，
７
８
７
，
５
０
０

２
０
，
５
７
５
，
５
０
０

４
４
，
４
５
０
，
０
０
０

１
４
２
，
９
９
８
，
０
０
０

９
１
，
２
６
７
，
０
０
０

４
０
，
９
６
６
，
５
０
０

３
４
９
，
３
４
６
，
９
０
０

３
，
６
５
３
，
３
２
０

５
８
，
６
５
１
，
８
１
６

３
，
７
６
２
，
０
０
０

既
収

入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

３
，
１
９
０
，
４
５
８
，
３
０
０

８
，
９
４
７
，
０
０
０

５
２
，
９
４
２
，
７
０
０

１
０
５
，
５
２
７
，
９
０
０

１
，
０
７
６
，
１
５
０
，
３
０
０

４
１
，
１
５
２
，
７
０
０

４
６
，
６
６
０
，
０
０
０

１
７
８
，
８
３
１
，
３
８
０

１
８
２
，
５
３
４
，
９
０
０

７
５
，
８
４
８
，
５
０
０

６
７
５
，
５
１
１
，
５
１
８

６
，
６
４
２
，
９
０
０

１
５
０
，
８
６
８
，
３
０
０

７
，
５
２
４
，
１
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

３
，
２
０
７
，
２
５
９
，
０
０
０

８
，
９
４
８
，
０
０
０

５
２
，
９
４
４
，
０
０
０

１
０
５
，
５
２
９
，
０
０
０

１
，
０
７
６
，
１
５
１
，
０
０
０

４
１
，
１
５
４
，
０
０
０

４
７
，
８
６
０
，
０
０
０

１
９
１
，
４
１
２
，
０
０
０

１
８
２
，
５
３
６
，
０
０
０

７
５
，
８
５
０
，
０
０
０

６
７
６
，
９
１
３
，
０
０
０

６
，
６
４
４
，
０
０
０

１
５
０
，
８
６
９
，
０
０
０

７
，
５
２
５
，
０
０
０

事
業
名

県
営
ほ
場
整
備
事
業
費

担
い
手
育
成
型
ほ
場

整
備
調
査
設
計
等

事
業

費

県
営
土
地
改
良
総
合

整
備

事
業

費

水
利
施
設
等
保
全

高
度
化
事
業
費

広
域
営
農
団
地
農
道

整
備

事
業

費

県
営
一
般
農
道

整
備

事
業

費

団
体
営
一
般
農
道

整
備

事
業

費

農
村
総
合
整
備
事
業
費

県
営
か
ん
が
い

排
水

事
業

費

基
幹
水
利
施
設
予
防

保
全
対
策
事
業
費

農
業
水
路
等
長
寿
命
化

・
防
災
減
災
事
業
費

担
い
手
育
成
畑
地
帯

総
合
整
備
事
業
費

国
営
造
成
揚
水
施
設
等

管
理

事
業

費

国
営
造
成
施
設
管
理

体
制
整
備
促
進
事
業
費

項
款

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６５）

３
，
６
０
０
，
０
０
０

２
６
，
８
５
３
，
６
５
０

３
，
３
９
６
，
０
０
０

１
０
，
０
９
６
，
４
４
０

６
，
２
３
８
，
４
８
０

５
，
３
４
０
，
３
２
０

４
，
１
０
１
，
９
０
０

１
，
６
７
８
，
９
０
０

１
，
０
０
０
，
４
０
０

２
，
６
１
９
，
１
０
０

７
，
０
２
６
，
７
１
０

３
，
６
６
３
，
５
９
０

１
０
１
，
６
１
０
，
７
４
０

４
４
，
１
０
５
，
８
２
０

２
４
，
１
８
６
，
６
３
０

２
２
，
５
９
９
，
８
０
０

４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
，
９
２
９
，
７
１
０

３
０
４
，
０
０
０
，
０
０
０

６
５
，
０
０
０
，
０
０
０

５
７
，
０
０
０
，
０
０
０

７
５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

６
６
，
０
０
０
，
０
０
０

６
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

５
３
，
７
０
７
，
３
０
０

４
，
１
５
０
，
０
０
０

５
０
８
，
０
５
３
，
７
０
０

１
１
５
，
１
３
４
，
４
０
０

１
０
２
，
３
２
８
，
０
５
０

１
２
４
，
２
９
８
，
９
０
０

２
６
，
６
７
４
，
５
０
０

２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

６
８
，
６
１
８
，
５
０
０

１
１
８
，
４
９
５
，
８
５
０

１
４
，
９
０
９
，
０
０
０

１
３
，
５
３
８
，
０
０
０

８
１
，
３
１
７
，
０
０
０

３
，
６
０
０
，
０
０
０

８
０
，
５
６
０
，
９
５
０

７
，
５
４
６
，
０
０
０

９
２
３
，
７
６
０
，
８
８
０

２
３
０
，
４
７
８
，
７
０
０

１
８
８
，
８
５
５
，
０
０
０

２
２
６
，
０
０
０
，
６
０
０

５
３
，
３
５
３
，
４
０
０

４
０
，
０
０
０
，
４
０
０

１
３
７
，
２
３
７
，
６
０
０

２
１
５
，
４
５
２
，
２
７
０

１
４
，
９
０
９
，
０
０
０

１
３
，
５
３
８
，
０
０
０

８
１
，
３
１
７
，
０
０
０

４
，
６
６
３
，
５
９
０

６
，
１
８
０
，
０
０
０

８
０
，
５
６
２
，
０
０
０

７
，
５
４
６
，
０
０
０

９
２
６
，
３
２
４
，
０
０
０

２
３
０
，
４
８
０
，
０
０
０

１
８
８
，
８
５
７
，
０
０
０

２
２
６
，
０
０
１
，
０
０
０

５
３
，
３
５
４
，
０
０
０

４
０
，
０
０
１
，
０
０
０

１
３
７
，
２
３
９
，
０
０
０

２
１
５
，
４
５
３
，
０
０
０

１
４
，
９
０
９
，
０
０
０

１
３
，
５
３
８
，
０
０
０

８
１
，
３
１
７
，
０
０
０

４
，
６
６
４
，
０
０
０

県
単
土
地
改
良
事
業
費

地
籍

調
査

費

多
根
ダ
ム
水
利
権

更
新

費

老
朽

た
め

池

整
備

事
業

費

用
排

水
施

設

整
備

事
業

費

土
地
改
良
施
設
豪
雨

対
策

事
業

費

農
業
用
河
川
工
作
物

応
急
対
策
事
業
費

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

農
業
用
施
設
石
綿
対
策

特
別

事
業

費

海
岸
保
全
施
設

整
備

事
業

費

県
営
震
災
対
策
農
業

施
設
整
備
事
業
費

団
体
営
震
災
対
策

農
業
施
設
整
備
事
業
費

団
体
営
農
村
地
域
防
災

減
災
総
合
整
備
事
業
費

農
村
地
域
防
災
減
災

調
査
設
計
事
業
費

県
単
農
地
防
災
事
業
費



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６６）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

２
６
，
０
７
５
，
５
０
０

３
８
３
，
６
２
６
，
１
４
６

３
２
４
，
１
８
６
，
４
４
６

４
９
８
，
６
０
０

２
，
９
１
０
，
０
０
０

３
，
２
７
１
，
０
０
０

３
９
８
，
０
０
０

１
２
，
５
４
０
，
０
０
０

６
，
３
４
８
，
０
０
０

１
，
２
３
６
，
０
０
０

４
４
７
，
１
０
０

１
７
，
４
６
７
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

３
５
，
１
０
５
，
０
０
０

３
５
，
１
０
５
，
０
０
０

地
方
債

９
１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

７
９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
０
０
０
，
０
０
０

３
０
３
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

２
，
２
８
２
，
１
３
９
，
７
５
０

４
９
７
，
７
２
４
，
８
５
０

１
，
１
６
８
，
４
０
０

５
，
５
３
８
，
５
０
０

４
１
１
，
２
２
４
，
０
０
０

１
１
７
，
０
１
５
，
０
０
０

１
６
，
３
４
６
，
０
０
０

２
，
３
９
８
，
０
０
０

６
１
，
８
３
４
，
０
０
０

１
６
５
，
１
０
８
，
０
０
０

２
２
７
，
６
７
５
，
０
０
０

３
１
９
，
２
６
７
，
０
０
０

既
収

入

特
定
財
源

７
８
，
３
２
８
，
５
０
５

７
８
，
３
２
８
，
５
０
５

翌
年
度

繰
越
額

２
６
，
０
７
５
，
５
０
０

３
，
６
９
２
，
１
９
９
，
４
０
１

８
２
１
，
９
１
１
，
２
９
６

１
，
６
６
７
，
０
０
０

８
３
，
８
６
７
，
０
０
５

４
１
１
，
２
２
４
，
０
０
０

２
３
４
，
０
３
０
，
０
０
０

１
９
，
６
１
７
，
０
０
０

４
，
７
９
６
，
０
０
０

７
４
，
３
７
４
，
０
０
０

３
９
３
，
４
５
６
，
０
０
０

２
３
９
，
９
１
１
，
０
０
０

３
，
４
４
７
，
１
０
０

６
３
９
，
７
３
４
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
６
，
０
７
７
，
０
０
０

４
，
１
１
９
，
９
９
７
，
０
０
０

９
１
３
，
８
９
１
，
０
０
０

１
，
６
６
７
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
１
１
，
２
２
４
，
０
０
０

２
３
４
，
０
３
０
，
０
０
０

１
９
，
６
１
７
，
０
０
０

４
，
７
９
６
，
０
０
０

３
８
１
，
３
７
４
，
０
０
０

３
９
３
，
４
５
６
，
０
０
０

２
３
９
，
９
１
１
，
０
０
０

３
，
４
４
８
，
０
０
０

６
４
９
，
５
１
８
，
０
０
０

事
業
名

流
域
治
水
推
進
事
業
費

造
林

事
業

費

立
木
事
前
伐
採

支
援

事
業

費

い
し
か
わ
森
林

環
境
基
金
事
業
費

森
林
整
備
・
林
業

活
性
化
事
業
費

県
営
林
道
開
設
事
業
費

林
道
保
全
事
業
費

県
有
林
道
保
全
事
業
費

林
道
改
良
事
業
費

県
有
林
道
改
良
事
業
費

林
道
災
害
関
連
事
業
費

ふ
る
さ
と
林
道

整
備

事
業

費

山
地
治
山
事
業
費

項

林
業

費
４

款

円
円

円
円

円
円

円
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一
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越
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越
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に

つ

い

て

（６７）

１
，
９
８
２
，
０
０
０

１
，
０
２
５
，
０
０
０

１
０
，
９
１
７
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０

２
５
０
，
３
５
４
，
０
０
０

１
，
１
３
１
，
０
０
０

７
５
２
，
０
０
０

４
，
６
２
７
，
０
０
０

４
９
，
２
０
０
，
０
０
０

３
，
４
０
８
，
０
０
０

１
１
８
，
１
７
８
，
０
０
０

４
，
５
６
７
，
０
０
０

２
９
２
，
０
０
０

１
，
２
６
１
，
０
０
０

９
１
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

７
４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
５
３
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

９
２
，
９
８
２
，
０
０
０

８
，
０
２
５
，
０
０
０

５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

３
０
１
，
８
３
４
，
０
０
０

６
９
２
，
３
８
３
，
０
０
０

８
，
１
３
１
，
０
０
０

５
，
７
５
２
，
０
０
０

４
０
，
６
２
７
，
０
０
０

２
４
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
，
７
２
０
，
０
０
０

３
，
７
３
５
，
０
０
０

７
６
４
，
０
０
０

１
８
５
，
９
６
４
，
０
０
０

１
６
，
０
５
０
，
０
０
０

１
０
８
，
０
０
０
，
０
０
０

４
５
２
，
７
５
１
，
０
０
０

１
，
４
０
０
，
０
０
０

１
，
６
９
５
，
４
５
７
，
０
０
０

１
６
，
２
６
２
，
０
０
０

１
１
，
５
０
４
，
０
０
０

８
１
，
２
５
４
，
０
０
０

２
９
５
，
２
０
０
，
０
０
０

１
３
，
４
０
８
，
０
０
０

４
７
１
，
１
７
８
，
０
０
０

８
，
３
０
２
，
０
０
０

３
，
０
５
６
，
０
０
０

１
，
２
６
１
，
０
０
０

１
８
５
，
９
６
４
，
０
０
０

１
８
，
９
５
０
，
０
０
０

１
０
８
，
０
０
０
，
０
０
０

４
５
２
，
７
５
１
，
０
０
０

１
，
４
０
０
，
０
０
０

１
，
８
３
８
，
９
８
８
，
０
０
０

１
６
，
２
６
２
，
０
０
０

１
１
，
５
０
４
，
０
０
０

８
１
，
２
５
４
，
０
０
０

２
９
５
，
２
０
０
，
０
０
０

５
５
，
４
６
９
，
０
０
０

４
７
２
，
８
９
９
，
０
０
０

８
，
７
８
５
，
０
０
０

３
，
７
７
０
，
０
０
０

２
，
５
０
０
，
０
０
０

防
災
林
整
備
事
業
費

水
源
地
域
整
備
事
業
費

地
す
べ
り
防
止
事
業
費

災
害
関
連
緊
急

治
山

事
業

費

県
単
治
山
施
設

整
備

事
業

費

大
型
魚
礁
設
置
事
業
費

人
工

礁
漁

場

造
成

事
業

費

広
域
型
増
殖
場

造
成

事
業

費

か
な
ざ
わ
総
合
市
場

建
替
支
援
事
業
費

水
産
総
合
セ
ン
タ
ー

整
備

費

漁
業
調
査
指
導
船

建
造

費

県
単
漁
港
改
良
費

漁
港

修
繕

費

漁
港
維
持
補
修
費

水
産
業
費

５



報
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五
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五
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許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６８）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

１
，
６
３
８
，
０
０
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
４
０
５
，
０
０
０

１
，
６
６
８
，
０
０
０

３
，
８
４
５
，
０
０
０

２
，
２
５
２
，
０
０
０

５
０
７
，
０
０
０

４
７
，
６
２
３
，
０
０
０

７
，
９
５
２
，
３
２
２
，
２
５
６

１
３
，
７
８
０
，
０
０
０

１
３
，
７
８
０
，
０
０
０

３
，
９
３
９
，
１
８
８
，
７
１
９

２
８
１
，
４
８
９
，
６
５
５

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

３
，
７
８
９
，
２
４
２
，
３
４
０

３
，
０
７
０
，
４
６
２
，
７
９
６

地
方
債

３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

６
６
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

５
９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
，
１
２
９
，
０
０
０
，
０
０
０

８
，
１
５
５
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

１
７
５
，
０
０
０
，
０
０
０

８
２
，
９
０
０
，
０
０
０

１
３
，
３
３
５
，
０
０
０

６
２
，
８
４
５
，
０
０
０

２
２
，
２
５
２
，
０
０
０

５
０
５
，
０
０
０

１
５
，
０
３
６
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

８
，
２
０
１
，
４
５
６
，
３
８
１

３
，
５
７
７
，
８
５
７
，
０
０
１

２
２
８
，
５
１
０
，
３
４
５

既
収

入

特
定
財
源

５
，
５
５
４
，
０
０
０

２
，
６
６
７
，
０
０
０

２
２
８
，
９
０
０
，
６
７
５

１
１
８
，
５
８
３
，
１
２
４

翌
年
度

繰
越
額

４
，
６
３
８
，
０
０
０

３
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
８
，
８
５
９
，
０
０
０

２
６
，
６
７
０
，
０
０
０

１
２
５
，
６
９
０
，
０
０
０

４
４
，
５
０
４
，
０
０
０

１
，
０
１
２
，
０
０
０

１
５
，
０
３
６
，
０
０
０

６
７
，
６
２
３
，
０
０
０

３
６
，
３
０
０
，
９
２
１
，
６
５
２

１
３
，
７
８
０
，
０
０
０

１
３
，
７
８
０
，
０
０
０

１
８
，
８
６
１
，
０
９
１
，
６
４
０

１
，
０
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

１
２
，
０
０
０
，
０
０
０

３
５
０
，
０
１
０
，
０
０
０

２
０
５
，
０
２
３
，
０
０
０

３
０
，
０
１
０
，
０
０
０

１
４
０
，
０
１
３
，
０
０
０

４
５
，
３
６
０
，
０
０
０

１
，
１
７
９
，
０
０
０

２
１
，
７
５
０
，
０
０
０

８
６
，
０
０
０
，
０
０
０

４
５
，
６
７
４
，
３
８
９
，
０
０
０

１
６
，
３
１
１
，
０
０
０

１
６
，
３
１
１
，
０
０
０

２
３
，
１
０
８
，
１
３
５
，
０
０
０

１
，
４
４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

事
業
名

緊
急
県
単
漁
港
防
災
費

漁
港

修
築

費

漁
港

改
修

費

漁
港
局
部
改
良
費

漁
港
機
能
保
全
費

漁
港
海
岸
保
全

施
設

整
備

費

市
町
漁
港
関
係
事
業

指
導

監
督

費

市
町
漁
港
整
備

事
業

助
成

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

被
災
農
林
漁
業
者

事
業
再
建
支
援
事
業
費

土
木
総
合
事
務
所

修
繕

費

国
道

改
築

費

項

土
木
管
理
費

道
路

橋
り
ょ
う
費

１ ２

款

土
木

費
１
０

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

五

号

令

和

五

年
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石

川

県

一
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会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算
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に

つ

い

て

（６９）

１
，
９
８
９
，
９
０
６
，
６
３
０

４
，
６
８
６
，
６
５
５

１
６
４
，
７
６
９
，
９
３
２

９
，
０
６
２
，
３
２
３

５
，
２
６
３
，
８
１
０

１
７
７
，
９
７
６
，
１
０
０

１
，
１
３
７
，
５
８
１
，
９
２
６

１
７
，
１
０
８
，
３
２
８

１
５
，
７
４
２
，
０
９
４

７
，
３
２
９
，
２
２
４

７
９
，
３
７
４
，
２
９
０

２
，
０
６
６
，
０
０
０

２
３
，
４
１
０
，
７
２
１

２
，
２
３
４
，
３
０
０

２
，
０
７
９
，
０
０
０

３
，
０
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
２
，
９
１
０
，
０
０
０

８
，
２
３
９
，
４
９
６

３
，
１
０
５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

５
７
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

３
１
９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
４
６
４
，
０
０
０
，
０
０
０

３
４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
８
，
０
０
０
，
０
０
０

３
０
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
８
３
６
，
９
３
２
，
５
１
０

５
８
，
２
８
３
，
６
９
０

１
３
９
，
３
０
７
，
０
７
８

１
２
９
，
０
０
４
，
３
２
８

１
７
９
，
７
１
７
，
３
９
０

１
５
４
，
８
０
３
，
９
０
０

８
５
０
，
２
６
３
，
７
６
０

１
，
０
３
４
，
０
０
０

３
６
，
７
５
７
，
３
７
２

１
８
，
４
５
７
，
９
０
６

４
，
６
７
０
，
７
７
６

５
０
，
５
５
８
，
８
２
０

８
，
１
３
８
，
２
５
０

６
，
９
３
１
，
８
３
９
，
１
４
０

１
０
５
，
９
７
０
，
３
４
５

８
７
９
，
０
７
７
，
０
１
０

２
４
７
，
０
６
６
，
６
５
１

３
０
８
，
９
８
１
，
２
０
０

６
５
１
，
７
８
０
，
０
０
０

３
，
４
５
１
，
８
４
５
，
６
８
６

３
９
９
，
１
０
０
，
０
０
０

１
９
４
，
２
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
３
３
，
０
１
２
，
１
１
０

３
，
１
０
０
，
０
０
０

３
，
０
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
２
，
９
１
０
，
０
０
０

１
７
４
，
７
８
８
，
４
６
７

８
，
３
１
５
，
６
４
０
，
０
０
０

２
３
６
，
５
１
７
，
０
０
０

１
，
５
９
５
，
４
４
９
，
０
０
０

４
４
９
，
１
９
１
，
０
０
０

３
１
７
，
３
７
５
，
０
０
０

６
９
３
，
０
５
３
，
０
０
０

４
，
２
１
３
，
１
７
０
，
０
０
０

４
３
５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
７
４
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
１
０
０
，
０
０
０

３
，
４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
２
，
９
１
０
，
０
０
０

１
７
７
，
０
４
４
，
０
０
０

地
方
道
改
築
費

橋
り
ょ
う
補
修
費

道
路
災
害
防
除
費

交
通
安
全
施
設
費

雪
寒
地
域
道
路
事
業
費

舗
装

補
修

費

道
路
施
設
長
寿
命
化

対
策

事
業

費

い
し
か
わ
広
域

交
流
幹
線
軸
道
路

整
備

事
業

費

観
光
石
川
周
遊
回
廊

整
備

事
業

費

安
全
・
安
心
道
路

整
備

事
業

費

県
単
道
路
改
良
費

道
路

調
査

費

県
水

送
水

管

耐
震
化
事
業
費

道
路
受
託
事
業
費

県
単
道
路
特
別
整
備
費



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（７０）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

３
，
４
１
０
，
４
６
３

２
０
，
０
０
０

１
，
７
３
７
，
０
０
０

１
，
３
８
８
，
６
６
８

９
１
８
，
０
０
０

１
０
，
５
８
７
，
０
０
０

５
，
３
５
９
，
９
０
０

２
，
９
５
９
，
６
２
７
，
５
５
４

１
，
８
３
９
，
４
０
０

２
，
３
３
１
，
９
２
２
，
８
５
６

４
，
０
８
８
，
５
０
０

４
，
４
６
１
，
９
５
０

２
，
１
２
９
，
５
７
４

１
，
１
２
０
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

２
１
２
，
２
８
０
，
６
０
３

地
方
債

５
５
９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
９
，
０
０
０
，
０
０
０

６
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

３
８
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
５
９
３
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
４
６
１
，
０
０
０
，
０
０
０

７
３
，
０
０
０
，
０
０
０

７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

３
，
２
７
１
，
６
３
７
，
１
３
３

２
，
１
２
７
，
１
６
９
，
４
９
７

７
７
，
０
８
８
，
５
０
０

７
４
，
４
６
１
，
９
５
０

１
２
，
１
５
１
，
５
７
４

既
収

入

特
定
財
源

１
２
，
８
４
８
，
８
６
０

翌
年
度

繰
越
額

５
６
２
，
４
１
０
，
４
６
３

２
，
０
２
０
，
０
０
０

１
６
，
７
３
７
，
０
０
０

１
４
０
，
３
８
８
，
６
６
８

６
４
，
９
１
８
，
０
０
０

１
３
２
，
５
８
７
，
０
０
０

４
３
，
３
５
９
，
９
０
０

１
３
，
０
４
９
，
３
９
４
，
１
５
０

１
，
８
３
９
，
４
０
０

８
，
９
２
０
，
０
９
２
，
３
５
３

１
５
４
，
１
７
７
，
０
０
０

１
４
８
，
９
２
３
，
９
０
０

２
４
，
２
８
１
，
１
４
８

２
７
，
１
２
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

６
０
９
，
７
６
８
，
０
０
０

２
，
０
２
０
，
０
０
０

１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
０
，
９
８
７
，
０
０
０

６
４
，
９
７
２
，
０
０
０

１
３
２
，
６
６
２
，
０
０
０

４
５
，
２
７
７
，
０
０
０

１
６
，
９
５
９
，
１
０
５
，
０
０
０

３
，
１
０
２
，
０
０
０

１
２
，
０
５
６
，
８
４
２
，
０
０
０

１
５
７
，
８
３
２
，
０
０
０

１
９
９
，
０
０
０
，
０
０
０

９
３
，
０
５
９
，
０
０
０

１
０
７
，
０
０
０
，
０
０
０

事
業
名

道
路
環
境
改
善

整
備

事
業

費

あ
ん
し
ん
歩
行
空
間

整
備

事
業

費

県
単
交
通
安
全
施
設
費

災
害
に
強
い
道
路

整
備

事
業

費

雪
氷
対
策
事
業
費

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ル
ー
ト

魅
力
発
信
事
業
費

緊
急
道
路
補
修
事
業
費

維
持

補
修

費

流
域
治
水
対
策
費

河
川
管
理
施
設

長
寿
命
化
対
策
事
業
費

河
川
環
境
整
備
費

情
報
基
盤
緊
急
整
備

事
業

費

都
市
基
盤
河
川
改
修
費

項

河
川
海
岸
費

３

款

円
円

円
円

円
円

円
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令
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五

年

度

石

川

県

一
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に

つ

い
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（７１）

２
，
４
７
０
，
９
０
０

１
１
，
１
４
５
，
７
６
９

５
，
５
６
７
，
７
７
８

９
，
３
０
３
，
０
０
０

１
，
８
６
０
，
０
０
０

９
８
，
０
０
０

１
，
６
３
８
，
６
９
９

７
９
１
，
４
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

６
２
，
５
６
１
，
６
５
０

９
５
，
７
９
８
，
３
４
１

２
４
１
，
７
５
９
，
４
５
２

１
，
０
２
４
，
５
０
０

１
，
４
８
２
，
０
０
０

３
，
２
９
６
，
０
０
０

１
３
７
，
９
８
８
，
５
７
４

５
３
，
８
１
３
，
０
７
９

１
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
３
８
，
０
０
０
，
０
０
０

６
１
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
８
，
０
０
０
，
０
０
０

３
８
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
９
，
２
６
５
，
８
５
１

１
９
４
，
４
４
９
，
６
５
０

８
０
，
５
７
２
，
１
１
４

２
０
２
，
２
８
６
，
５
９
８

９
７
６
，
５
０
０

１
３
，
３
３
５
，
０
０
０

１
２
，
８
４
８
，
８
６
０

１
６
，
４
７
０
，
９
０
０

３
，
２
９
６
，
０
０
０

５
５
６
，
４
０
０
，
１
９
４

６
６
，
５
６
７
，
７
７
８

９
，
３
０
３
，
０
０
０

１
，
８
６
０
，
０
０
０

２
，
０
９
８
，
０
０
０

２
７
６
，
６
３
８
，
６
９
９

３
１
，
７
９
１
，
４
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

４
０
５
，
０
１
１
，
３
０
０

３
２
４
，
３
７
０
，
４
５
５

８
９
１
，
７
０
７
，
９
８
９

２
，
０
０
１
，
０
０
０

１
４
，
８
１
７
，
０
０
０

２
２
，
８
７
９
，
０
０
０

２
１
，
９
４
６
，
０
０
０

５
９
４
，
２
１
０
，
０
０
０

７
４
，
２
７
５
，
０
０
０

１
２
，
１
８
６
，
０
０
０

１
，
８
６
０
，
０
０
０

１
２
，
５
９
４
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

６
５
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

４
６
９
，
９
５
５
，
０
０
０

３
８
４
，
２
３
６
，
０
０
０

９
２
０
，
４
５
３
，
０
０
０

２
，
０
１
８
，
０
０
０

２
１
，
７
６
９
，
０
０
０

県
単
河
川
改
良
費

河
川
改
良
受
託
事
業
費

堰
堤

改
良

費

県
単
河
川
防
災
費

県
単
河
川
小
規
模

防
災

費

県
単
河
川
環
境
整
備
費

河
川

修
繕

費

緊
急
県
単
河
川
防
災
費

緊
急
流
木
除
去
費

治
水
対
策
検
討
費

砂
防
施
設
長
寿
命
化

対
策

事
業

費

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策

事
業

費

雪
崩
対
策
事
業
費

惣
領
地
す
べ
り
対
策

事
業

費



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（７２）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

２
，
０
３
１
，
０
０
０

６
０
，
９
０
０

１
２
，
３
６
１
，
０
５
０

５
，
５
４
８
，
８
５
０

５
，
９
１
０
，
８
３
８

４
０
０
，
０
０
０

１
，
２
８
２
，
２
０
０

１
４
０
，
３
２
５
，
２
９
７

３
，
１
６
３
，
６
５
０

４
８
０
，
０
０
０

１
３
０
，
２
７
２
，
２
１
６

３
６
，
０
０
８
，
９
５
０

４
，
５
１
０
，
４
５
４

２
０
，
８
３
９
，
９
９
４

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

１
７
，
１
８
２
，
９
５
０

３
４
３
，
６
８
６
，
８
３
８

３
６
，
０
０
８
，
９
５
０

１
，
９
０
６
，
９
７
０

４
０
，
８
７
０
，
１
１
３

地
方
債

１
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
６
，
０
０
０
，
０
０
０

４
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
８
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

８
４
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
８
６
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

１
，
９
３
６
，
０
０
０

１
１
，
０
６
０
，
９
０
０

１
２
７
，
３
６
１
，
０
５
０

４
５
，
８
２
１
，
２
０
０

１
３
０
，
７
７
５
，
０
９
９

２
，
９
２
５
，
６
５
０

５
７
２
，
９
７
９
，
６
７
７

既
収

入

特
定
財
源

５
３
，
０
５
８
，
７
９
５

１
，
３
５
０
，
０
０
０

５
，
４
３
９
，
８
８
５

翌
年
度

繰
越
額

３
，
９
６
７
，
０
０
０

２
２
，
１
２
１
，
８
０
０

２
５
４
，
７
２
２
，
１
０
０

１
１
４
，
５
５
３
，
０
０
０

５
３
，
９
１
０
，
８
３
８

１
１
，
４
０
０
，
０
０
０

１
６
９
，
２
８
２
，
２
０
０

５
２
３
，
１
０
０
，
３
９
６

８
，
０
８
９
，
３
０
０

２
，
４
８
０
，
０
０
０

１
，
９
４
５
，
９
９
７
，
５
２
６

７
２
，
０
１
７
，
９
０
０

７
，
７
６
７
，
４
２
４

２
５
３
，
１
４
９
，
９
９
２

繰
越
明
許
費

議
決
額

６
，
１
０
３
，
０
０
０

２
３
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
４
，
７
２
３
，
０
０
０

１
１
４
，
７
５
０
，
０
０
０

７
６
，
５
６
７
，
０
０
０

３
０
，
４
０
０
，
０
０
０

１
８
４
，
０
０
０
，
０
０
０

６
２
２
，
５
０
０
，
０
０
０

１
３
，
５
０
０
，
０
０
０

６
，
３
４
６
，
０
０
０

２
，
１
８
４
，
２
７
０
，
０
０
０

９
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

３
２
５
，
２
７
０
，
０
０
０

事
業
名

土
砂
災
害
対
策
事
業
費

情
報
基
盤
整
備
事
業
費

災
害
関
連
緊
急

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

災
害
関
連
緊
急

急
傾
斜
地
崩
壊

対
策

事
業

費

県
単
砂
防
地
す
べ
り

対
策

事
業

費

県
単
急
傾
斜
地
崩
壊

対
策

事
業

費

緊
急
土
砂
災
害
対
策
費

海
岸
侵
食
対
策
費

千
里

浜
再

生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
費

県
単
海
岸
防
災
費

金
沢

港
将

来

ビ
ジ
ョ
ン
策
定
費

県
単
港
湾
改
良
費

港
湾

修
繕

費

項

港
湾

費
４

款

円
円

円
円

円
円

円



報

告
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五

号
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和

五
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一
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越
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越
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に

つ

い
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（７３）

４
，
７
８
１
，
０
０
０

１
９
，
４
８
０
，
３
４
０

３
４
，
８
３
０
，
０
２
３

４
，
９
８
０
，
０
０
０

４
，
８
４
１
，
４
５
５

８
０
９
，
４
５
３
，
７
６
７

１
９
７
，
４
５
２
，
３
０
６

５
５
４
，
７
１
３
，
２
６
５

７
６
３
，
７
１
９

６
１
６
，
０
０
０

１
，
６
６
０
，
０
０
０

４
７
３
，
５
５
０

１
７
，
７
０
３
，
５
７
５

１
８
７
，
６
６
７
，
９
４
０

５
４
，
２
４
２
，
８
６
５

２
２
，
９
９
０
，
０
０
０

１
６
２
，
８
１
２
，
１
０
３

９
４
，
２
８
０
，
２
２
２

６
５
，
３
６
１
，
８
０
７

３
，
１
７
０
，
０
７
４

５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
９
，
０
０
０
，
０
０
０

３
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
１
，
０
０
０
，
０
０
０

７
１
，
０
０
０
，
０
０
０

５
３
５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
７
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

３
４
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
０
０
０
，
０
０
０

９
８
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
３
，
６
１
２
，
７
２
０

２
２
０
，
５
３
５
，
５
０
２

２
２
，
９
９
０
，
０
０
０

７
５
，
８
４
１
，
４
５
５

７
７
８
，
９
８
２
，
５
７
０

１
０
０
，
１
７
２
，
０
８
５

３
２
６
，
２
８
１
，
２
６
５

１
７
９
，
０
０
９
，
０
０
０

３
５
，
６
６
０
，
０
０
０

３
，
４
７
３
，
５
５
０

６
８
，
５
５
０
，
２
０
０

１
，
２
７
０
，
８
０
０

４
４
，
９
９
８
，
１
１
０

４
４
，
４
０
９
，
８
９
６

１
，
７
０
８
，
７
１
１

８
４
，
５
０
０

５
８
，
７
８
１
，
０
０
０

６
４
１
，
０
３
１
，
８
０
０

６
６
９
，
６
０
６
，
５
０
０

９
１
，
９
６
０
，
０
０
０

１
５
１
，
６
８
２
，
９
１
０

２
，
３
３
０
，
６
５
８
，
３
３
６

３
９
１
，
９
０
４
，
６
１
３

１
，
２
１
５
，
０
６
５
，
０
４
８

１
３
，
０
１
８
，
２
９
３

６
１
６
，
０
０
０

１
７
９
，
０
０
９
，
０
０
０

７
１
，
３
２
０
，
０
０
０

６
，
９
４
７
，
１
０
０

１
８
４
，
２
５
３
，
７
７
５

９
６
，
０
０
０
，
０
０
０

３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

６
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

６
７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

９
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
４
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
３
０
６
，
５
６
８
，
０
０
０

５
０
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
６
３
２
，
５
１
０
，
０
０
０

２
６
，
７
０
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
８
０
，
３
５
８
，
０
０
０

８
４
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

３
０
５
，
０
０
０
，
０
０
０

金
沢
港
埋
立
地

整
備

事
業

費

七
尾
港
埋
立
地

整
備

事
業

費

港
湾

改
修

費

港
湾

補
修

費

港
湾
環
境
整
備
費

港
湾
海
岸
高
潮
対
策
費

土
地
区
画
整
理
事
業
費

街
路

事
業

費

県
単
街
路
事
業
費

生
活
排
水
処
理
施
設

整
備
普
及
促
進
費

農
業
集
落
排
水
事
業
費

能
登
歴
史
公
園
整
備
費

白
山
ろ
く
テ
ー
マ

パ
ー
ク
整
備
費

金
沢
城
公
園
整
備
費

都
市
計
画
費

５
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（７４）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

５
，
６
１
０
，
７
７
０

１
，
５
２
５
，
７
０
０

２
８
，
９
３
４
，
８
８
２

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
７
１
７
，
７
０
０

４
，
７
１
７
，
７
０
０

４
，
７
１
７
，
７
０
０

４
５
，
３
０
１
，
０
０
０

１
６
，
３
２
６
，
０
０
０

１
６
，
３
２
６
，
０
０
０

１
１
，
７
４
９
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

地
方
債

４
９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

３
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
５
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

４
９
，
３
１
０
，
７
７
０

１
６
，
５
２
５
，
７
０
０

９
４
，
０
６
１
，
０
０
０

１
，
２
１
５
，
０
０
０

１
，
２
１
５
，
０
０
０

９
２
，
８
４
６
，
０
０
０

９
２
，
８
４
６
，
０
０
０

既
収

入

特
定
財
源

４
２
，
６
１
６
，
６
８
５

翌
年
度

繰
越
額

１
０
３
，
９
２
１
，
５
４
０

３
３
，
０
５
１
，
４
０
０

１
３
１
，
５
５
１
，
５
６
７

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
，
７
１
７
，
７
０
０

１
７
，
７
１
７
，
７
０
０

１
７
，
７
１
７
，
７
０
０

１
７
４
，
３
６
２
，
０
０
０

１
７
，
５
４
１
，
０
０
０

１
７
，
５
４
１
，
０
０
０

９
２
，
８
４
６
，
０
０
０

９
２
，
８
４
６
，
０
０
０

４
６
，
７
４
９
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
８
９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
，
７
１
９
，
０
０
０

１
７
，
７
１
９
，
０
０
０

１
７
，
７
１
９
，
０
０
０

１
７
５
，
０
４
３
，
０
０
０

１
７
，
５
４
１
，
０
０
０

１
７
，
５
４
１
，
０
０
０

９
３
，
５
１
７
，
０
０
０

９
３
，
５
１
７
，
０
０
０

４
６
，
７
４
９
，
０
０
０

事
業
名

公
園
施
設
安
全
安
心

対
策

費

木
場
潟
公
園
整
備
費

県
単
公
園
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

自
宅
再
建
利
子

助
成

事
業

費

交
番
等
建
設
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

私
立
学
校
授
業
料

減
免
等
事
業
費

学
校
施
設
大
規
模
改
修

事
業

費

項

建
築
住
宅
費

警
察
管
理
費

教
育
総
務
費

高
等
学
校
費

特
別
支
援

学
校

費

６ １ １ ３ ４

款

警
察

費

教
育

費

１
１

１
２

円
円

円
円

円
円

円
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越
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費
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越
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算
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に
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い
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（７５）

１
１
，
７
４
９
，
０
０
０

１
７
，
２
２
６
，
０
０
０

１
２
，
５
１
９
，
０
０
０

３
５
０
，
０
０
０

３
，
２
５
７
，
０
０
０

１
，
１
０
０
，
０
０
０

１
，
１
８
０
，
２
７
１
，
３
９
６

８
４
０
，
３
５
４
，
６
０
０

５
１
，
７
４
０
，
０
０
０

２
５
４
，
０
０
０

９
９
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
５
，
０
０
０
，
０
０
０

５
１
，
１
９
６
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
９
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
２
２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
０
０
０
，
０
０
０

４
３
，
７
８
５
，
３
９
２
，
０
４
２

１
０
，
９
５
９
，
５
０
６
，
０
４
２

８
２
７
，
８
１
１
，
０
４
２

９
９
，
８
３
５
，
０
０
０

２
，
４
４
５
，
７
４
６
，
０
０
０

９
，
９
９
３
，
０
０
０

５
７
０
，
７
５
６
，
０
０
０

４
６
，
７
４
９
，
０
０
０

１
７
，
２
２
６
，
０
０
０

１
２
，
５
１
９
，
０
０
０

３
５
０
，
０
０
０

３
，
２
５
７
，
０
０
０

１
，
１
０
０
，
０
０
０

９
６
，
２
１
１
，
６
６
３
，
４
３
８

１
４
，
７
１
４
，
８
６
０
，
６
４
２

８
２
７
，
８
１
１
，
０
４
２

９
９
，
８
３
５
，
０
０
０

２
７
１
，
７
４
０
，
０
０
０

３
，
６
７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
９
８
３
，
０
０
０

５
７
０
，
７
５
６
，
０
０
０

４
６
，
７
４
９
，
０
０
０

１
７
，
２
３
６
，
０
０
０

１
２
，
５
１
９
，
０
０
０

３
５
０
，
０
０
０

３
，
２
６
７
，
０
０
０

１
，
１
０
０
，
０
０
０

１
０
０
，
４
４
１
，
１
６
２
，
０
０
０

１
５
，
１
１
１
，
６
８
１
，
０
０
０

９
７
１
，
２
１
１
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
６
７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
９
８
３
，
０
０
０

６
４
１
，
０
６
５
，
０
０
０

い
し
か
わ
特
別
支
援

学
校

高
等

部

新
校
舎
整
備
費

有
形

文
化

財

保
存

事
業

費

伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
保
存
事
業
費

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

保
存

事
業

費

漆
芸
技
術
伝
承
者

養
成

事
業

費

５
年
発
生
団
体
営

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

農
業

用
施

設

緊
急
点
検
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

県
単
海
岸
及
び

地
す
べ
り
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害
関
連
緊
急

治
山

事
業

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

県
単
治
山
施
設

整
備

事
業

費

林
地
荒
廃
防
止
施
設

災
害
復
旧
事
業
費

４
年
発
生
林
道

災
害

復
旧

費

社
会
教
育
費

農
林
水
産
業

施
設
災
害

復
旧

費

５ １

災
害
復
旧
費

１
３



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（７６）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

２
５
５
，
６
０
０

９
９
６
，
０
０
０

５
８
０
，
０
０
０

５
９
，
０
０
０

８
８
１
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

７
７
１
，
１
９
９
，
０
０
０

６
６
，
９
３
７
，
９
８
１

１
０
，
３
２
４
，
０
８
７

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

地
方
債

６
，
０
０
０
，
０
０
０

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
９
，
０
０
０
，
０
０
０

３
７
，
０
０
０
，
０
０
０

７
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

４
７
，
３
８
２
，
０
０
０
，
０
０
０

９
１
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

２
４
５
，
３
０
５
，
０
０
０

３
１
，
５
０
２
，
０
０
０

１
９
１
，
７
８
５
，
０
０
０

７
１
，
８
２
８
，
０
０
０

１
７
０
，
３
５
６
，
０
０
０

２
１
３
，
４
０
０
，
０
０
０

２
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
５
４
９
，
３
８
８
，
０
０
０

２
，
３
０
１
，
８
０
１
，
０
０
０

３
２
，
３
８
３
，
３
９
２
，
０
０
０

２
０
２
，
９
５
５
，
０
０
０

既
収

入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

２
４
５
，
３
０
５
，
０
０
０

３
１
，
７
５
７
，
６
０
０

１
９
８
，
７
８
１
，
０
０
０

７
２
，
４
０
８
，
０
０
０

２
５
５
，
４
１
５
，
０
０
０

１
２
４
，
８
８
１
，
０
０
０

３
４
２
，
８
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
２
５
９
，
３
８
８
，
０
０
０

３
，
２
８
９
，
０
０
０
，
０
０
０

７
９
，
８
８
２
，
３
２
９
，
９
８
１

３
０
４
，
２
７
９
，
０
８
７

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
６
６
，
８
９
０
，
０
０
０

３
１
，
７
５
８
，
０
０
０

１
９
８
，
７
８
１
，
０
０
０

１
４
６
，
５
０
０
，
０
０
０

３
０
２
，
６
８
５
，
０
０
０

１
２
８
，
８
０
８
，
０
０
０

３
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
２
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
２
８
９
，
０
０
０
，
０
０
０

８
３
，
２
３
４
，
２
０
７
，
０
０
０

３
２
５
，
０
７
９
，
０
０
０

事
業
名

５
年
発
生
林
道

災
害

復
旧

費

４
年
発
生
県
有
林
道

災
害

復
旧

費

５
年
発
生
県
有
林
道

災
害

復
旧

費

白
山

白
川

郷

ホ
ワ
イ
ト
ロ
ー
ド

災
害
復
旧
事
業
費

５
年
発
生
漁
港

災
害

復
旧

費

県
単
漁
港
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

緊
急
県
単
漁
港

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

市
町
漁
港
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

緊
急
流
木
除
去
費

共
同
利
用
施
設

災
害
復
旧
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

被
災
農
林
漁
業
者

事
業
再
建
支
援
事
業
費

４
年
発
生
土
木
施
設

災
害

復
旧

費

項

土
木
施
設

災
害
復
旧
費

２

款

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（７７）

９
９
２
，
０
７
５

８
１
０
，
１
６
８

５
６
１
，
０
０
０

５
０
０
，
０
０
０

１
，
５
２
０
，
０
０
０

２
９
２
，
０
５
１

９
８
４
，
６
０
０

９
５
４
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
２
，
０
３
８
，
８
１
５

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
４
９
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
，
５
８
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
８
７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
２
７
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
６
２
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
８
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

８
９
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
９
９
８
，
７
１
１
，
０
０
０

２
５
，
９
１
９
，
６
２
０
，
０
０
０

２
，
９
４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
４
７
，
５
０
０
，
０
０
０

６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
６
０
６
，
０
０
０

４
３
５
，
６
３
４
，
０
０
０

４
，
４
９
７
，
７
０
３
，
０
７
５

３
７
，
５
０
８
，
４
３
０
，
１
６
８

１
０
，
０
０
７
，
５
６
１
，
０
０
０

４
，
８
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
２
８
，
５
２
０
，
０
０
０

６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
，
８
９
８
，
０
５
１

１
，
６
２
６
，
９
８
４
，
６
０
０

１
０
６
，
９
５
４
，
０
０
０

１
５
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
８
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
５
０
４
，
６
７
２
，
８
１
５

５
，
０
４
７
，
４
８
９
，
０
０
０

３
８
，
８
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
１
８
６
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
８
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
８
７
５
，
０
０
０
，
０
０
０

６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
７
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
０
，
６
３
９
，
０
０
０

１
５
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
８
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
９
８
５
，
４
７
４
，
０
０
０

５
年
発
生
土
木
施
設

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

国
直
轄
災
害
復
旧

事
業
費
負
担
金

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害
関
連
緊
急

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害
関
連
緊
急
急
傾
斜
地

崩
壊
対
策
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

国
直
轄
災
害
関
連

緊
急
対
策
事
業
費
負
担
金

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

農
業
集
落
排
水
施
設

災
害
復
旧
事
業
費

５
年
発
生
港
湾

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

緊
急
道
路
補
修
事
業
費

県
単
土
木
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

被
災
状
況
調
査
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

緊
急
県
単
河
川
防
災
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

緊
急
土
砂
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

緊
急
港
湾
補
修
事
業
費

県
有
施
設

災
害
復
旧
費

３



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（７８）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

２
８
５
，
０
０
０

１
０
３
，
６
６
７
，
３
１
５

１
，
２
６
１
，
０
０
０

５
４
５
，
０
０
０

５
８
１
，
０
０
０

５
３
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
６
２
８
，
４
０
０

９
２
５
，
１
０
０

５
，
１
４
６
，
０
０
０

１
０
０
，
９
４
０
，
０
０
０

９
４
０
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

地
方
債

２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

３
７
８
，
０
０
０
，
０
０
０

２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

７
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

５
３
，
０
０
０
，
０
０
０

９
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
６
，
０
０
０
，
０
０
０

３
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
０
０
０
，
０
０
０

９
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

４
，
７
８
７
，
０
０
０

２
４
，
７
６
９
，
０
０
０

５
３
，
５
８
１
，
０
０
０

１
０
５
，
０
０
０
，
０
０
０

６
７
，
８
４
８
，
０
０
０

５
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
３
，
６
４
９
，
０
０
０

６
，
８
６
０
，
０
０
０

６
，
８
６
０
，
０
０
０

既
収

入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

２
２
，
２
８
５
，
０
０
０

４
８
６
，
４
５
４
，
３
１
５

２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

９
９
，
０
３
０
，
０
０
０

１
，
５
４
５
，
０
０
０

１
０
７
，
１
６
２
，
０
０
０

１
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
７
，
６
２
８
，
４
０
０

１
０
１
，
７
７
３
，
１
０
０

７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
０
，
７
９
５
，
０
０
０

１
０
９
，
８
０
０
，
０
０
０

９
，
８
０
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
３
，
３
１
９
，
０
０
０

６
０
３
，
２
７
９
，
０
０
０

２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
４
，
７
５
０
，
０
０
０

２
，
３
２
６
，
０
０
０

１
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
３
，
８
０
０
，
０
０
０

７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
９
，
８
０
０
，
０
０
０

９
，
８
０
０
，
０
０
０

事
業
名

庁
舎
等
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

庁
舎
等
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

空
港
施
設
国
直
轄

災
害
復
旧
事
業
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

社
会
教
育
施
設

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

高
齢
者
福
祉
施
設

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

障
害
者
支
援
施
設

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

県
有
林
施
設
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

公
園
施
設
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

県
営
住
宅
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

警
察
施
設
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

交
通
安
全
施
設

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

県
立
学
校
災
害
復
旧
費

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

文
化
財
災
害
復
旧
費

項

教
育
施
設

災
害
復
旧
費

４

款

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（７９）

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１５
，２
０２
，７
５３
，９
７６

７
，３
２０
，６
４５
，８
４２

８２
，０
２６
，０
００
，０
００

９２
，４
７８
，５
４３
，８
５６

１９
，９
２４
，７
８２
，１
３７

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２１
６
，９
５２
，７
２５
，８
１１

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２３
３
，６
６０
，１
４５
，０
００

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

有
形
文
化
財
等

緊
急
保
存
修
理
費

合
計





報

告

第

六

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

事

故

繰

越

し

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（８１）

報
告
第
６
号

令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
５
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
出
予
算
の
事
故
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告

す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
５
年
度
石
川
県
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書

説
明

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更

を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

左
の
財
源
内
訳

一
般
財
源

１
３
５
，
９
６
５
，
５
０
０

１
３
５
，
９
６
５
，
５
０
０

１
３
５
，
９
６
５
，
５
０
０

３
８
，
９
８
２
，
０
０
０

未
収
入

特
定
財
源

１
３
５
，
９
６
５
，
５
０
０

１
３
５
，
９
６
５
，
５
０
０

１
３
５
，
９
６
５
，
５
０
０

３
５
１
，
６
９
６
，
０
０
０

既
収
入

特
定
財
源

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

翌
年
度

繰
越
額

２
７
１
，
９
３
１
，
０
０
０

２
７
１
，
９
３
１
，
０
０
０

２
７
１
，
９
３
１
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

３
９
０
，
６
７
８
，
０
０
０

支
出
負
担

行
為

予
定
額

左
の

内
訳

支
出

未
済
額

２
７
１
，
９
３
１
，
０
０
０

２
７
１
，
９
３
１
，
０
０
０

２
７
１
，
９
３
１
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

３
９
０
，
６
７
８
，
０
０
０

支
出
済
額

１
１
，
３
０
８
，
９
４
４

１
１
，
３
０
８
，
９
４
４

１
１
，
３
０
８
，
９
４
４

５
９
１
，
４
０
１
，
４
１
６

支
出
負
担

行
為
額

２
８
３
，
２
３
９
，
９
４
４

２
８
３
，
２
３
９
，
９
４
４

２
８
３
，
２
３
９
，
９
４
４

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

２
０
６
，
９
７
６
，
０
０
０

９
８
２
，
０
７
９
，
４
１
６

事
業

名

石
川
県
広
域

デ
ー
タ
連
携
基
盤

整
備
事
業
費

介
護
サ
ー
ビ
ス

基
盤
整
備
事
業
費

項

総
務
管
理
費

高
齢

者

福
祉

費

１ １

款

総
務

費

健
康
福
祉
費

生
活
環
境
費

２ ５ ６

円
円

円
円

円
円

円
円



報

告

第

六

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

事

故

繰

越

し

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（８２）

説
明

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更

を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更

を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

左
の
財
源
内
訳

一
般
財
源

３
８
，
９
８
２
，
０
０
０

３
７
，
７
９
８
，
０
０
０

１
，
１
８
４
，
０
０
０

４
４
，
２
０
２
，
８
１
２

４
４
，
２
０
２
，
８
１
２

４
４
，
２
０
２
，
８
１
２

９
６
，
５
５
９
，
８
３
５

８
０
，
０
７
５
，
８
３
５

１
４
，
８
６
６
，
３
６
６

８
７
５
，
０
７
５

５
，
８
５
４
，
９
０
０

１
，
１
４
２
，
４
６
０

１
，
０
０
０

未
収
入

特
定
財
源

３
５
１
，
６
９
６
，
０
０
０

３
３
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
６
９
６
，
０
０
０

６
，
７
６
５
，
０
０
０

６
，
７
６
５
，
０
０
０

６
，
７
６
５
，
０
０
０

２
，
０
９
８
，
７
０
３
，
６
５
３

１
，
３
２
１
，
７
４
７
，
６
５
３

３
６
１
，
８
８
９
，
７
２
９

２
２
，
６
２
５
，
２
２
５

１
５
６
，
５
０
７
，
０
０
０

５
３
，
７
７
３
，
９
５
０

９
６
７
，
０
０
０

既
収
入

特
定
財
源

５
３
，
３
５
４
，
３
２
２

５
３
，
３
５
０
，
３
２
２

５
，
９
５
０
，
０
０
５

２
８
，
６
５
２
，
１
０
０

翌
年
度

繰
越
額

３
９
０
，
６
７
８
，
０
０
０

３
７
５
，
７
９
８
，
０
０
０

１
４
，
８
８
０
，
０
０
０

５
０
，
９
６
７
，
８
１
２

５
０
，
９
６
７
，
８
１
２

６
，
７
６
５
，
０
０
０

４
４
，
２
０
２
，
８
１
２

２
，
２
４
８
，
６
１
７
，
８
１
０

１
，
４
５
５
，
１
７
３
，
８
１
０

３
８
２
，
７
０
６
，
１
０
０

２
３
，
５
０
０
，
３
０
０

１
９
１
，
０
１
４
，
０
０
０

５
４
，
９
１
６
，
４
１
０

９
６
８
，
０
０
０

支
出
負
担

行
為

予
定
額

左
の

内
訳

支
出

未
済
額

３
９
０
，
６
７
８
，
０
０
０

３
７
５
，
７
９
８
，
０
０
０

１
４
，
８
８
０
，
０
０
０

５
０
，
９
６
７
，
８
１
２

５
０
，
９
６
７
，
８
１
２

６
，
７
６
５
，
０
０
０

４
４
，
２
０
２
，
８
１
２

２
，
２
４
８
，
６
１
７
，
８
１
０

１
，
４
５
５
，
１
７
３
，
８
１
０

３
８
２
，
７
０
６
，
１
０
０

２
３
，
５
０
０
，
３
０
０

１
９
１
，
０
１
４
，
０
０
０

５
４
，
９
１
６
，
４
１
０

９
６
８
，
０
０
０

支
出
済
額

５
９
１
，
４
０
１
，
４
１
６

５
９
１
，
４
０
１
，
４
１
６

６
４
２
，
７
１
１
，
５
６
２

６
４
２
，
７
１
１
，
５
６
２

１
０
２
，
７
１
１
，
５
６
２

５
４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
３
７
５
，
４
１
８
，
０
７
０

４
，
８
８
７
，
４
９
７
，
５
７
０

２
，
８
９
８
，
９
１
５
，
１
４
０

２
７
，
５
８
２
，
１
０
０

２
５
２
，
６
７
２
，
８
０
０

１
２
３
，
１
２
５
，
８
３
０

３
４
，
３
９
３
，
７
０
０

支
出
負
担

行
為
額

９
８
２
，
０
７
９
，
４
１
６

９
６
７
，
１
９
９
，
４
１
６

１
４
，
８
８
０
，
０
０
０

６
９
３
，
６
７
９
，
３
７
４

６
９
３
，
６
７
９
，
３
７
４

１
０
９
，
４
７
６
，
５
６
２

５
８
４
，
２
０
２
，
８
１
２

９
，
６
２
４
，
０
３
５
，
８
８
０

６
，
３
４
２
，
６
７
１
，
３
８
０

３
，
２
８
１
，
６
２
１
，
２
４
０

５
１
，
０
８
２
，
４
０
０

４
４
３
，
６
８
６
，
８
０
０

１
７
８
，
０
４
２
，
２
４
０

３
５
，
３
６
１
，
７
０
０

事
業

名

県
庁
に
お
け
る
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
量

削
減
加
速
化
事
業
費

国
定
公
園
等

環
境
整
備
事
業
費

商
工
業
振
興

対
策

費

物
価
高
騰
対
策

事
業

費

県
営

ほ
場

整
備
事
業
費

県
営
土
地
改
良

総
合
整
備
事
業
費

広
域
営
農
団
地

農
道
整
備
事
業
費

農
村

総
合

整
備
事
業
費

基
幹
水
利
施
設

予
防

保
全

対
策
事
業
費

項

生
活
環
境
費

商
工

費

農
地

費

１ １ ３

款

商
工
労
働
費

農
林

水
産
業
費

７ ９

円
円

円
円

円
円

円
円



報

告

第

六

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

事

故

繰

越

し

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（８３）

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更

を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

関
係
機
関
と
の
調
整
に
よ

り
工
事
の
施
工
に
不
測
の

日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

関
係
機
関
と
の
調
整
に
よ

り
工
事
の
施
工
に
不
測
の

日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

５
０
，
５
１
０
，
０
４
２

３
，
０
４
１
，
８
６
２

１
，
０
７
９
，
３
０
０

１
，
６
２
９
，
８
５
０

３
８
６
，
５
０
０

２
５
４
，
１
０
０

４
３
４
，
３
８
０

１
５
，
４
８
８
，
０
０
０

１
，
２
２
９
，
０
０
０

５
４
４
，
０
０
０

４
，
４
９
３
，
０
０
０

２
，
４
３
６
，
０
０
０

１
０
２
，
６
８
７
，
７
１
８

４
１
７
，
７
９
３
，
５
６
１

７
，
７
１
７
，
４
０
０

１
９
，
６
２
９
，
８
５
０

６
０
７
，
２
０
０

２
，
２
５
３
，
９
０
０

１
１
５
，
５
４
８
，
１
２
０

１
４
，
１
０
０
，
０
０
０

４
５
，
６
４
７
，
０
０
０

７
５
５
，
９
５
６
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
，
１
４
５
，
０
０
０

３
０
，
５
４
４
，
０
０
０

８
３
，
６
１
９
，
０
０
０

４
６
，
４
３
６
，
０
０
０

１
５
，
８
２
２
，
８
４
０

２
，
８
１
４
，
９
７
７

１
１
０
，
４
０
０

１
６
９
，
０
２
０
，
６
０
０

４
２
３
，
６
５
０
，
４
０
０

８
，
７
９
６
，
７
０
０

２
１
，
２
５
９
，
７
０
０

１
，
１
０
４
，
１
０
０

２
，
５
０
８
，
０
０
０

１
１
５
，
９
８
２
，
５
０
０

１
４
，
１
０
０
，
０
０
０

４
５
，
６
４
７
，
０
０
０

７
７
１
，
４
４
４
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
，
３
７
４
，
０
０
０

３
１
，
０
８
８
，
０
０
０

８
８
，
１
１
２
，
０
０
０

４
８
，
８
７
２
，
０
０
０

１
６
９
，
０
２
０
，
６
０
０

４
２
３
，
６
５
０
，
４
０
０

８
，
７
９
６
，
７
０
０

２
１
，
２
５
９
，
７
０
０

１
，
１
０
４
，
１
０
０

２
，
５
０
８
，
０
０
０

１
１
５
，
９
８
２
，
５
０
０

１
４
，
１
０
０
，
０
０
０

４
５
，
６
４
７
，
０
０
０

７
７
１
，
４
４
４
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
，
３
７
４
，
０
０
０

３
１
，
０
８
８
，
０
０
０

８
８
，
１
１
２
，
０
０
０

４
８
，
８
７
２
，
０
０
０

４
２
３
，
４
２
８
，
６
０
０

５
２
６
，
３
６
７
，
９
０
０

７
５
，
８
６
７
，
０
０
０

４
０
，
４
３
８
，
２
０
０

１
７
，
３
０
０
，
０
０
０

２
１
，
７
１
４
，
４
０
０

２
１
３
，
７
９
８
，
７
０
０

６
７
，
６
０
０
，
０
０
０

１
６
４
，
２
９
３
，
２
０
０

２
，
２
０
０
，
７
９
９
，
５
０
０

１
７
４
，
６
７
３
，
０
０
０

３
０
２
，
８
４
８
，
０
０
０

１
６
５
，
９
１
２
，
０
０
０

２
３
１
，
８
８
８
，
０
０
０

５
５
２
，
３
０
２
，
０
０
０

５
９
２
，
４
４
９
，
２
０
０

９
５
０
，
０
１
８
，
３
０
０

８
４
，
６
６
３
，
７
０
０

６
１
，
６
９
７
，
９
０
０

１
８
，
４
０
４
，
１
０
０

２
４
，
２
２
２
，
４
０
０

３
２
９
，
７
８
１
，
２
０
０

８
１
，
７
０
０
，
０
０
０

２
０
９
，
９
４
０
，
２
０
０

２
，
９
７
２
，
２
４
３
，
５
０
０

５
７
４
，
６
７
３
，
０
０
０

３
２
９
，
２
２
２
，
０
０
０

１
９
７
，
０
０
０
，
０
０
０

３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

６
０
１
，
１
７
４
，
０
０
０

農
業
水
路
等

長
寿
命
化
・
防
災

減
災
事
業
費

老
朽
た
め
池

整
備
事
業
費

農
業
用
河
川

工
作
物
応
急
対
策

事
業

費

地
す
べ
り
対
策

事
業

費

農
業
用
施
設
石
綿

対
策
特
別
事
業
費

海
岸
保
全
施
設

整
備
事
業
費

県
営
震
災
対
策

農
業

施
設

整
備
事
業
費

団
体
営
震
災
対
策

農
業

施
設

整
備
事
業
費

農
村
地
域
防
災

減
災
調
査
設
計

事
業

費

森
林
整
備
・
林
業

活
性
化
事
業
費

県
営

林
道

開
設
事
業
費

県
有

林
道

改
良
事
業
費

林
道
災
害
関
連

事
業

費

山
地
治
山
事
業
費

林
業

費
４
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（８４）

説
明

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

地
元
と
の
調
整
に
よ
り
工

事
の
施
工
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

関
係
機
関
と
の
調
整
に
よ

り
工
事
の
施
工
に
不
測
の

日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更

を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

左
の
財
源
内
訳

一
般
財
源

３
６
０
，
０
０
０

６
，
４
２
６
，
０
０
０

９
９
６
，
０
０
０

８
０
１
，
０
０
０

１
８
，
０
０
０

１
３
８
，
０
０
０

３
９
，
０
０
０

１
２
７
，
３
８
８
，
８
７
０

２
４
，
７
５
０
，
０
０
０

２
４
，
７
５
０
，
０
０
０

６
４
，
０
５
３
，
９
７
１

５
４
，
６
２
５
，
２
７
９

８
７
３
，
８
５
０

未
収
入

特
定
財
源

８
，
３
６
０
，
０
０
０

１
５
６
，
８
５
２
，
０
０
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
８
０
１
，
０
０
０

２
２
，
０
０
０

１
３
８
，
０
０
０

１
４
，
０
３
９
，
０
０
０

１
，
３
８
２
，
３
１
１
，
３
７
５

２
４
，
７
５
０
，
０
０
０

２
４
，
７
５
０
，
０
０
０

１
，
２
９
７
，
９
５
３
，
９
７
４

８
９
２
，
６
２
５
，
２
８
０

８
６
，
７
７
３
，
８
５
０

既
収
入

特
定
財
源

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
１
，
３
０
６
，
０
９
５

１
１
，
１
２
３
，
０
９
５

翌
年
度

繰
越
額

８
，
７
２
０
，
０
０
０

１
６
３
，
２
７
８
，
０
０
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
６
０
２
，
０
０
０

４
４
，
０
０
０

２
７
６
，
０
０
０

１
４
，
０
７
８
，
０
０
０

１
，
５
２
１
，
０
０
６
，
３
４
０

４
９
，
５
０
０
，
０
０
０

４
９
，
５
０
０
，
０
０
０

１
，
３
７
３
，
１
３
１
，
０
４
０

９
４
７
，
２
５
０
，
５
５
９

８
７
，
６
４
７
，
７
０
０

支
出
負
担

行
為

予
定
額

左
の

内
訳

支
出

未
済
額

８
，
７
２
０
，
０
０
０

１
６
３
，
２
７
８
，
０
０
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
６
０
２
，
０
０
０

４
４
，
０
０
０

２
７
６
，
０
０
０

１
４
，
０
７
８
，
０
０
０

１
，
５
２
１
，
０
０
６
，
３
４
０

４
９
，
５
０
０
，
０
０
０

４
９
，
５
０
０
，
０
０
０

１
，
３
７
３
，
１
３
１
，
０
４
０

９
４
７
，
２
５
０
，
５
５
９

８
７
，
６
４
７
，
７
０
０

支
出
済
額

１
８
１
，
７
８
６
，
０
０
０

５
７
８
，
８
９
５
，
５
０
０

１
２
，
４
９
５
，
０
０
０

２
８
７
，
１
２
１
，
０
０
０

１
２
５
，
５
０
４
，
０
０
０

６
５
，
５
２
０
，
０
０
０

８
０
，
８
８
７
，
０
０
０

１
５
，
２
１
０
，
０
０
０

６
２
７
，
８
５
４
，
７
０
０

５
６
８
，
６
３
２
，
０
０
０

４
４
４
，
２
０
０
，
０
０
０

２
６
，
４
０
０
，
０
０
０

支
出
負
担

行
為
額

１
９
０
，
５
０
６
，
０
０
０

７
４
２
，
１
７
３
，
５
０
０

１
７
，
４
９
５
，
０
０
０

３
０
９
，
１
２
１
，
０
０
０

１
３
３
，
１
０
６
，
０
０
０

６
５
，
５
６
４
，
０
０
０

８
１
，
１
６
３
，
０
０
０

２
９
，
２
８
８
，
０
０
０

２
，
１
４
８
，
８
６
１
，
０
４
０

４
９
，
５
０
０
，
０
０
０

４
９
，
５
０
０
，
０
０
０

１
，
９
４
１
，
７
６
３
，
０
４
０

１
，
３
９
１
，
４
５
０
，
５
５
９

１
１
４
，
０
４
７
，
７
０
０

事
業

名

防
災

林

整
備
事
業
費

災
害
関
連
緊
急

治
山
事
業
費

県
単
治
山
施
設

整
備
事
業
費

漁
港
修
築
費

漁
港
局
部
改
良
費

漁
港
機
能
保
全
費

漁
港
海
岸
保
全

施
設
整
備
費

Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
活
用

し
た
除
雪
管
理

シ
ス
テ
ム
構
築
費

広
域
河
川
改
修
費

河
川
堆
積
土
砂

対
策

費

項

水
産
業
費

道
路

橋
り
ょ
う
費

河
川
海
岸
費

５

２

３

款

土
木

費
１
０

円
円

円
円

円
円

円
円
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令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
工
事
の
施
工
に
不

測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
資
材
調
達
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た
た
め

７
１
２
，
４
９
０

９
６
０
，
６
５
０

２
，
９
８
４
，
５
５
０

１
，
０
２
４
，
５
０
０

１
，
９
６
５
，
９
０
２

９
０
６
，
７
５
０

３
８
，
５
８
４
，
８
９
９

５
６
５
，
０
０
０

３
４
，
３
２
４
，
７
４
９

３
，
６
９
５
，
１
５
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

８
，
１
０
８
，
０
０
０

２
，
８
３
８
，
０
０
０

７
１
２
，
４
９
１

１
６
，
９
６
０
，
６
５
０

１
２
４
，
９
８
４
，
５
５
０

３
１
，
０
２
４
，
５
０
０

１
４
１
，
９
６
５
，
９
０
３

２
，
９
０
６
，
７
５
０

５
９
，
６
０
７
，
４
０
１

７
，
９
８
５
，
０
０
０

３
１
，
９
２
７
，
２
５
１

１
９
，
６
９
５
，
１
５
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
，
１
２
３
，
０
９
５

１
８
３
，
０
０
０

１
８
３
，
０
０
０

１
，
４
２
４
，
９
８
１

１
７
，
９
２
１
，
３
０
０

１
２
７
，
９
６
９
，
１
０
０

３
２
，
０
４
９
，
０
０
０

１
５
５
，
０
５
４
，
９
０
０

３
，
８
１
３
，
５
０
０

９
８
，
３
７
５
，
３
０
０

８
，
５
５
０
，
０
０
０

６
６
，
４
３
５
，
０
０
０

２
３
，
３
９
０
，
３
０
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

５
８
，
１
０
８
，
０
０
０

８
，
８
３
８
，
０
０
０

１
，
４
２
４
，
９
８
１

１
７
，
９
２
１
，
３
０
０

１
２
７
，
９
６
９
，
１
０
０

３
２
，
０
４
９
，
０
０
０

１
５
５
，
０
５
４
，
９
０
０

３
，
８
１
３
，
５
０
０

９
８
，
３
７
５
，
３
０
０

８
，
５
５
０
，
０
０
０

６
６
，
４
３
５
，
０
０
０

２
３
，
３
９
０
，
３
０
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

１
３
，
０
７
２
，
４
０
０

５
８
，
１
０
８
，
０
０
０

８
，
８
３
８
，
０
０
０

１
４
，
９
０
０
，
０
０
０

３
２
，
５
０
０
，
０
０
０

２
，
９
０
０
，
０
０
０

４
７
，
７
３
２
，
０
０
０

５
９
，
２
２
２
，
７
０
０

５
４
，
１
０
０
，
０
０
０

５
，
１
２
２
，
７
０
０

５
２
，
２
８
９
，
６
０
０

５
２
，
２
８
９
，
６
０
０

５
２
，
２
８
９
，
６
０
０

３
５
，
６
６
６
，
０
０
０

５
，
６
０
０
，
０
０
０

１
，
４
２
４
，
９
８
１

３
２
，
８
２
１
，
３
０
０

１
６
０
，
４
６
９
，
１
０
０

３
４
，
９
４
９
，
０
０
０

２
０
２
，
７
８
６
，
９
０
０

３
，
８
１
３
，
５
０
０

１
５
７
，
５
９
８
，
０
０
０

８
，
５
５
０
，
０
０
０

１
２
０
，
５
３
５
，
０
０
０

２
８
，
５
１
３
，
０
０
０

６
５
，
３
６
２
，
０
０
０

６
５
，
３
６
２
，
０
０
０

６
５
，
３
６
２
，
０
０
０

９
３
，
７
７
４
，
０
０
０

１
４
，
４
３
８
，
０
０
０

情
報
基
盤
緊
急

整
備
事
業
費

河
川
等
災
害
復
旧

助
成
事
業
費

通
常
砂
防
事
業
費

地
す
べ
り
対
策

事
業

費

急
傾
斜
地
崩
壊

対
策
事
業
費

海
岸
浸
食
対
策
費

港
湾
改
修
費

港
湾
補
修
費

港
湾
海
岸
高
潮

対
策

費

交
番
等
建
設
費

港
湾

費

警
察
管
理
費

小
中
学
校
費

４ １ ２

警
察

費

教
育

費

１
１

１
２



報

告

第

六

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

事

故

繰

越

し

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（８６）

説
明

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
資
材
調
達
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

に
よ
り
資
材
調
達
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た
た
め

関
係
機
関
と
の
調
整
に
よ

り
工
事
の
施
工
に
不
測
の

日
数
を
要
し
た
た
め

豪
雨
に
よ
り
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を
要
し
た

た
め

豪
雨
に
よ
り
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を
要
し
た

た
め

左
の
財
源
内
訳

一
般
財
源

２
，
８
３
８
，
０
０
０

５
，
２
７
０
，
０
０
０

５
，
２
７
０
，
０
０
０

５
１
４
，
１
０
０

５
１
４
，
１
０
０

４
５
３
，
０
０
０

６
１
，
１
０
０

４６
４
，７
９３
，５
１７

未
収
入

特
定
財
源

６
，
０
０
０
，
０
０
０

４
４
，
０
０
０
，
０
０
０

４
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
２
，
７
７
５
，
０
０
０

２
２
２
，
７
７
５
，
０
０
０

６
３
，
９
７
１
，
０
０
０

７
，
６
５
５
，
０
０
０

１
５
１
，
１
４
９
，
０
０
０

４
，２
４８
，２
１６
，５
２８

既
収
入

特
定
財
源

２７
１
，６
３６
，４
１７

翌
年
度

繰
越
額

８
，
８
３
８
，
０
０
０

４
９
，
２
７
０
，
０
０
０

４
９
，
２
７
０
，
０
０
０

２
２
３
，
２
８
９
，
１
０
０

２
２
３
，
２
８
９
，
１
０
０

６
４
，
４
２
４
，
０
０
０

７
，
７
１
６
，
１
０
０

１
５
１
，
１
４
９
，
０
０
０

４
，９
８４
，６
４６
，４
６２

支
出
負
担

行
為

予
定
額

左
の

内
訳

支
出

未
済
額

８
，
８
３
８
，
０
０
０

４
９
，
２
７
０
，
０
０
０

４
９
，
２
７
０
，
０
０
０

２
２
３
，
２
８
９
，
１
０
０

２
２
３
，
２
８
９
，
１
０
０

６
４
，
４
２
４
，
０
０
０

７
，
７
１
６
，
１
０
０

１
５
１
，
１
４
９
，
０
０
０

４
，９
８４
，６
４６
，４
６２

支
出
済
額

５
，
６
０
０
，
０
０
０

３
０
，
０
６
６
，
０
０
０

３
０
，
０
６
６
，
０
０
０

３
８
９
，
３
４
９
，
９
０
０

３
８
９
，
３
４
９
，
９
０
０

８
７
，
２
６
４
，
０
０
０

２
７
，
５
７
１
，
９
０
０

２
７
４
，
５
１
４
，
０
０
０

９
，７
２６
，０
００
，１
９２

支
出
負
担

行
為
額

１
４
，
４
３
８
，
０
０
０

７
９
，
３
３
６
，
０
０
０

７
９
，
３
３
６
，
０
０
０

６
１
２
，
６
３
９
，
０
０
０

６
１
２
，
６
３
９
，
０
０
０

１
５
１
，
６
８
８
，
０
０
０

３
５
，
２
８
８
，
０
０
０

４
２
５
，
６
６
３
，
０
０
０

１４
，７
１０
，６
４６
，６
５４

事
業

名

夜
間
中
学
整
備
費

青
少
年
教
育

施
設
整
備
費

４
年
発
生
林
地

荒
廃
防
止
施
設

災
害
復
旧
費

４
年

発
生

林
道
災
害
復
旧
費

４
年
発
生
県
有

林
道
災
害
復
旧
費

合
計

項

社
会
教
育
費

農
林
水
産
業

施
設
災
害

復
旧

費

５ １

款

災
害
復
旧
費

１
３

円
円

円
円

円
円

円
円



報

告

第

七

号

令

和

五

年

度

石

川

県

公

営

競

馬

特

別

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（８７）

報
告
第
７
号

令
和
５
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
報
告
す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
５
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

左
の

財
源

内
訳

一
般
会
計

か
ら
繰
入

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

地
方
債

国
支
出
金

既
収
入

特
定
財
源

１
５
５
，
０
６
３
，
１
０
０

１
５
５
，
０
６
３
，
１
０
０

１
５
５
，
０
６
３
，
１
０
０

１５
５
，０
６３
，１
００

翌
年
度

繰
越
額

１
５
５
，
０
６
３
，
１
０
０

１
５
５
，
０
６
３
，
１
０
０

１
５
５
，
０
６
３
，
１
０
０

１５
５
，０
６３
，１
００

繰
越
明
許
費

議
決
額

１
８
３
，
８
７
７
，
０
０
０

１
８
３
，
８
７
７
，
０
０
０

１
８
３
，
８
７
７
，
０
０
０

１８
３
，８
７７
，０
００

事
業
名

施
設

整
備

費

合
計

項

公
営
競
馬
費

１

款

公
営
競
馬
費

１

円
円

円
円

円
円

円





報

告

第

八

号

令

和

五

年

度

石

川

県

港

湾

整

備

特

別

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（８９）

報
告
第
８
号

令
和
５
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
報
告
す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
５
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

左
の

財
源

内
訳

一
般
会
計

か
ら
繰
入

８
３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

８
３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

地
方
債

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

８
４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

８
４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

１
，
５
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
５
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
２
３
３
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
２
３
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

１
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
２
３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
２
３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

事
業
名

整
備

費

県
単
港
湾
災
害
復
旧
費

項

整
備

費

港
湾
災
害

復
旧

費

２ １

款

円
円

円
円

円
円

円

港
湾
整
備

事
業

費

港
湾
災
害

復
旧

費

１ ２



報

告

第

八

号

令

和

五

年

度

石

川

県

港

湾

整

備

特

別

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（９０）

左
の

財
源

内
訳

一
般
会
計

か
ら
繰
入

８
３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

８３
０
，０
００
，０
００

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

地
方
債

３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

９２
８
，０
００
，０
００

国
支
出
金

１
，
５
６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，５
６０
，０
００
，０
００

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
９
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，３
１８
，０
００
，０
００

繰
越
明
許
費

議
決
額

３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
９
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，３
４６
，０
００
，０
００

事
業
名

令
和
６
年
能
登
半
島

地
震
県
単
港
湾

災
害

復
旧

費

令
和
６
年
能
登
半
島

地
震
港
湾
災
害
復
旧
費

合
計

項
款

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

九

号

令

和

五

年

度

石

川

県

立

中

央

病

院

事

業

会

計

予

算

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（９１）

報
告
第
９
号

令
和
５
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
２
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告

す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
５
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

説
明

機
器
仕
様
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

９
，
９
３
０
，
０
１
３

９
，
９
２
９
，
１
２
９

９
，
９
２
９
，
１
２
９

左
の
財
源
内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

他
会

計

負
担

金

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

翌
年

度

繰
越

額

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

支
払
義
務

発
生

額

４
，
５
９
０
，
４
１
２
，
９
８
７

２
，
２
５
０
，
９
３
４
，
８
７
１

２
，
２
５
０
，
９
３
４
，
８
７
１

予
算
計
上
額

４
，
６
２
０
，
３
４
３
，
０
０
０

２
，
２
８
０
，
８
６
４
，
０
０
０

２
，
２
８
０
，
８
６
４
，
０
０
０

事
業

名

資
産
購
入
費

項

病
院
建
設

改
良
費

１

款

資
本
的

支
出

１

円
円

円
円

円
円

円





報

告

第

十

号

令

和

五

年

度

石

川

県

流

域

下

水

道

事

業

会

計

予

算

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（９３）

報
告
第
１
０
号

令
和
５
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
２
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告

す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
５
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

説
明

設
計
に
係
る
現
地

調
査
に
不
測
の
日

数
を
要
し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

３
，
４
２
７
，
０
５
０

３
，
４
２
６
，
５
９
３

３
，
３
５
３
，
３
２
３

左
の

財
源

内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

そ
の

他

１
５
５
，
３
１
４
，
８
０
１

１
５
５
，
３
１
４
，
８
０
１

１
５
５
，
３
１
４
，
８
０
１

企
業

債

１
５
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
７
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

４
６
０
，
７
１
０
，
１
５
５

４
６
０
，
７
１
０
，
１
５
５

４
６
０
，
７
１
０
，
１
５
５

翌
年
度

繰
越
額

７
７
３
，
０
２
４
，
９
５
６

７
７
３
，
０
２
４
，
９
５
６

７
７
３
，
０
２
４
，
９
５
６

支
払
義
務

発
生
額

６
９
１
，
３
２
９
，
９
９
４

１
７
５
，
１
８
０
，
４
５
１

１
７
０
，
７
５
３
，
７
２
１

予
算
計
上
額

１
，
４
６
７
，
７
８
２
，
０
０
０

９
５
１
，
６
３
２
，
０
０
０

９
４
７
，
１
３
２
，
０
０
０

事
業

名

流
域
下
水
道

建
設
事
業
費

項

建
設

改
良
費

１

円
円

円
円

円
円

円
円

円

款

資
本
的

支
出

１



報

告

第

十

号

令

和

五

年

度

石

川

県

流

域

下

水

道

事

業

会

計

予

算

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（９４）

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

説
明

機
器
に
想
定
外
の

損
傷
が
確
認
さ
れ
、

修
繕
に
時
間
を
要

し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

８
７
，
８
５
７
，
４
５
６

８
３
，
０
１
０
，
６
８
８

７
８
，
３
１
６
，
６
０
６

左
の

財
源

内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

２
９
，
０
８
４
，
０
０
０

２
９
，
０
８
４
，
０
０
０

２
９
，
０
８
４
，
０
０
０

そ
の

他
企
業

債
国
支
出
金

翌
年
度

繰
越
額

２
９
，
０
８
４
，
０
０
０

２
９
，
０
８
４
，
０
０
０

２
９
，
０
８
４
，
０
０
０

支
払
義
務

発
生
額

３
，
３
７
９
，
６
４
２
，
５
４
４

３
，
２
５
２
，
６
４
１
，
３
１
２

１
，
３
７
２
，
３
７
１
，
３
９
４

予
算
計
上
額

３
，
４
９
６
，
５
８
４
，
０
０
０

３
，
３
６
４
，
７
３
６
，
０
０
０

１
，
４
７
９
，
７
７
２
，
０
０
０

事
業

名

管
渠
費
、

ポ
ン
プ
場
費

及
び
処
理
場
費

項

営
業

費
用

１

円
円

円
円

円
円

円
円

円

款

流
域
下

水
道
事

業
費
用

１



報

告

第

十

一

号

令

和

五

年

度

石

川

県

水

道

用

水

供

給

事

業

会

計

予

算

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（９５）

報
告
第
１
１
号

令
和
５
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
２
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

報
告
す
る
。

令
和
６
年
５
月
２
８
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
５
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

説
明

関
係
機
関
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

令
和
６
年
能
登
半

島
地
震
に
よ
り
事

業
計
画
の
変
更
を

要
し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

１
，
４
４
８
，
５
４
４

１
，
４
４
８
，
３
２
６

左
の

財
源

内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

３
３
４
，
０
０
０

３
３
４
，
０
０
０

３
３
４
，
０
０
０

企
業

債

３
，
２
７
８
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
２
７
８
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
０
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
３
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

５
２
６
，
６
６
６
，
０
０
０

５
２
６
，
６
６
６
，
０
０
０

５
２
６
，
６
６
６
，
０
０
０

翌
年

度

繰
越

額

３
，
８
０
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
８
０
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
０
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

７
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

支
払
義
務

発
生

額

３
，
８
３
９
，
９
０
７
，
４
５
６

１
，
２
１
７
，
９
５
９
，
６
７
４

１
，
０
２
５
，
０
０
０
，
０
０
０

予
算
計
上
額

７
，
６
４
６
，
３
５
６
，
０
０
０

５
，
０
２
４
，
４
０
８
，
０
０
０

４
，
０
４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

７
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

事
業

名

送
水
施
設
建
設

改
良
事
業
費

水
道
施
設

災
害
復
旧
費

項

建
設

改
良
費

１

款

資
本
的

支
出

１

円
円

円
円

円
円

円
円



報

告

第

十

一

号

令

和

五

年

度

石

川

県

水

道

用

水

供

給

事

業

会

計

予

算

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（９６）

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

説
明

令
和
６
年
能
登
半

島
地
震
に
よ
り
事

業
計
画
の
変
更
を

要
し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

５
９
，
１
５
４
，
３
３
４

５
８
，
８
７
９
，
２
９
４

５
１
，
９
７
９
，
９
１
７

左
の

財
源

内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

８
７
，
２
７
０
，
０
０
０

８
７
，
２
７
０
，
０
０
０

８
７
，
２
７
０
，
０
０
０

企
業

債
国
支
出
金

翌
年

度

繰
越

額

８
７
，
２
７
０
，
０
０
０

８
７
，
２
７
０
，
０
０
０

８
７
，
２
７
０
，
０
０
０

支
払
義
務

発
生

額

５
，
４
６
５
，
８
７
９
，
６
６
６

５
，
４
２
２
，
０
３
９
，
７
０
６

５
，
１
９
７
，
３
８
４
，
０
８
３

予
算
計
上
額

５
，
６
１
２
，
３
０
４
，
０
０
０

５
，
５
６
８
，
１
８
９
，
０
０
０

５
，
３
３
６
，
６
３
４
，
０
０
０

事
業

名

原
水
費
、
浄
水

費
及
び
送
水
費

項

営
業

費
用

１

款

水
道
用

水
供
給

事
業

費
用

１

円
円

円
円

円
円

円
円




